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平成２５年（ワ）第３８号等 

「生業を返せ、地域を返せ！」福島原発事故原状回復等請求事件等 

原 告  中島 孝  外 

被 告  国     外１名 

 

          争点一覧表に対応する原告らの主張要旨 

 

 

２０１７（平成２９）年３月２１日 

 

福島地方裁判所 第１民事部 御中 

 

原告ら訴訟代理人 

弁護士  安 田 純 治 外 
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１ 原状回復請求  

１－１ 請求の特定性 

 本件原状回復請求の特定性について、請求の趣旨第１項は、その請求の対象とな

る場所としては、「別紙原告目録の『平成２３年３月１１日における居住地』欄記載

の居住地」と特定している。騒音、大気汚染等の環境について一定の状態の実現を

求める差止訴訟においては、その請求の対象となる場所の特定については、大気汚

染に関する尼崎大気汚染公害訴訟第一審判決及び名古屋南部大気汚染公害訴訟第一

審判決が、いずれも「原告らの居住地」又は「原告らの肩書地」という特定方法に

おいて認容判決を下している。また、騒音ないし振動に関する国道４３号線訴訟及

び横田基地騒音訴訟（第１次・第２次）においても、いずれも「原告ら居住地」を

請求の対象として特定することによって、請求の適法性は認められている。本件に

おいても場所の特定性に欠けることはない。 

次に、本件原状回復請求が求めている状態を実現するための具体的な方法につい

ては、原状回復請求によって求める状態として、「空間線量率を１時間あたり０．０

４マイクロシーベルト以下とする」と明確に特定しており、請求の内容自体は十分

に特定されている。違法な権利侵害状態の差止や、違法な権利侵害状態の存在を前

提にその違法状態の除去等のための一定の作為を求める場合に、請求権者において、

実現すべき状態（請求内容）をもたらす具体的な方法まで特定する必要はないので

あり、国道４３号線訴訟控訴審判決及び同上告審判決、さらには横田基地訴訟（第

１次・第２次）上告審判決において、最高裁判所の判断が示されている。 

１－２ 被告国に対する請求の適法性 

 請求の趣旨第１項は、各原告らの本件原発事故発生時（平成２３年３月１１日）

における居住地において空間線量率を１時間あたり０．０４マイクロシーベルト以

下とせよ、というものであり、被告国の不法行為を理由として、被告国に対して、

何らかの作為による空間線量率の低減を求めものであるが、放射性物質汚染対処特

措法に基づき各原告の前記居住地の除染措置をなすことを求めるものではない。 
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そもそも、原告ら居住地における空間線量率の低減は、各種の除染措置によるこ

とが期待されており、放射性物質汚染対処特措法に基づく除染等の措置のみによっ

てなされる必要はない。同法に直接の根拠を持たない各種の除染措置を、被告国に

おいて実施することは不可能ではなく、現に被告国は同法制定以前から各種の除染

措置を実施してきた。 

以上から、請求の趣旨の第１項に応じて取られるべき措置は、「行政権の発動・

行使が必要不可欠なもの」には当たらない。 

１－３ 不法行為に基づく請求の成否 

 原状回復請求の法的根拠は、被告国及び被告東京電力の行為によって、原告らの

人格権（身体権に接続する平穏生活権）が侵害されたことによって、物権的請求権

に準じた妨害排除請求をなしうること、あわせて被告国及び被告東京電力のそれぞ

れの不法行為（民法７０９条及び国賠法１条）に基づく効果として、被告らに対し

て原状回復請求をなしうることに見出される。このうち、人格権については、憲法

１３条の個人の尊厳の規定に淵源を有するものであり、実定法上の根拠としては民

法７０９条、同７１０条に基づくものであるが、本件においては、人格権の一内容

をなす「放射性物質に汚染されていない環境において生活する権利」、すなわち「放

射線被ばくによる健康影響への恐怖や不安にさらされることなく平穏な生活をする

権利」が侵害されている。 

原状回復請求権を基礎づける事実としては、①各原告が本件原発事故当時におい

てそれぞれの居住地に居住していた事実、②本件事故以前において原告らの各居住

地における空間線量率が１時間あたり０．０４マイクロシーベルト以下であったこ

と、③被告東京電力（作為）及び被告国（規制権限不行使という不作為）の各行為

によって本件原発事故が発生し放射性物質が飛散したこと、④原告らの各居住地が

本件原発事故に由来する放射性物質によって空間線量率が１時間あたり０．０４マ

イクロシーベルトを超えて汚染されたこと、⑤④の汚染状況が違法な権利侵害にあ

たること、⑥（不法行為に基づく原状回復請求との関係において）被告国について
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は規制権限不行使による責任があること（国賠法１条）、被告東京電力については故

意とも同視しうる重大な過失により責任があること（民法７０９条）、である。 

 本件においては、前記①～⑥の事実はいずれも認められ、原告らは放射線被ばく

による健康影響への脅威にさらされ、平穏な生活を送ることを妨げられている。 

したがって、原告らは、被告国及び被告東京電力に対して、物上請求権と同質の

権利としての人格権に基づき、あるいは不法行為の効果として、その侵害行為の結

果を除去し、本件事故以前の原状に回復すべきことを請求することが認められる。 

１－４ 人格権に基づく請求の成否 

 １－３と同じ。 

２ 被告国の損害賠償請求 

２－１ 将来請求の適法性 

 被告らは、本案前の抗弁として、大阪空港訴訟及び第５次～第７次横田基地訴訟

の両上告審判決を引用し、「請求の趣旨第３項の請求に係る訴えのうち将来給付に係

る部分は不適法である」から却下すべきであると主張する。 

 しかし、上記の空港または基地の飛行騒音等の損害賠償を求める訴えは、口頭弁

論終結日以降の航空機の飛行等の侵害行為によって生じる損害の賠償を求めるもの

（継続的不法行為）であるのに対し、本件訴訟は、すでに発生した本件原発事故に

よる損害の賠償を求めるものであり、その事案を全く異にするので、被告らの主張

する継続的不法行為の最高裁判決は、本件訴訟の先例とはならない。 

 本件請求のように、すでに行われた不法行為に基づき将来に損害が発生する場合

においては、訴えの利益が存在する限り将来給付の訴えが認められることに学説上

も問題はない。また、本件訴訟において将来請求が認められないと、原告らは、損

害が続く限り何回でも訴えを繰り返さなければならなくなるので、原告らには将来

請求を求める訴えの利益があるから、本件請求は適法である。 

 また、すでに行われた不法行為に基づく損害賠償請求訴訟は、請求の仕方によっ

ては必ずしも「将来の給付を求める訴え」でなければならないものではない。例え
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ば、交通事故請求事件における「逸失利益」や「後遺障害慰謝料」といった「将来

の損害」についても、不法行為時に発生した損害として認められている。交通事故

の損害賠償請求のように幾多の判例の積み重ねによって算定方法が確立している場

合と異なり、本件原発事故には先例となるべきものが全くなく、その損害の請求方

法も確立されておらず、今後原告らの損害がいつまで続くかも明らかでない。そこ

で、本件請求では、多数の原告らの共通損害の賠償を求めるものであることもあっ

て、一括請求の方法を採らず、請求の趣旨第３項の請求方法を採用したものである

から、本件請求は適法な請求である。 

２－２ 規制権限の有無 

２－２－１ 規制権限不行使の判断枠組み 

１ 国賠法１条１項の責任の要件 

国賠法は、国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意

又は過失により違法に他人に損害を与えたときは、国はこれを賠償する責任がある

と定めている(１条１項)。 

ところで、公務員の不作為が、国賠法上違法と評価されるためには、 

① 公務員が規制権限を有すること、 

② 当該公務員が規制権限を行使すべき義務(作為義務)を負っていること、 

③ 当該公務員が負っている作為義務に違反していること、 

の三要件を充足していることが必要である。 

本件において、被告国の規制権限不行使の違法を判断するうえで重要な要件は、

上記②(作為義務)である。 

２ 作為義務 

（１）法定要件 

規制権限行使の要件が法定され、この要件を満たす場合に権限を行使しなければ

ならないとされているときは、この要件を満たす場合に作為義務が導出される。 

（２）規制権限不行使の違法性に関する一般的判断枠組み 
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これに対して、権限行使の要件は定められているものの権限行使につき裁量が認

められている場合や、権限行使の要件が具体的に定められていない場合には、「国

又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、

目的や、その性質に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限

度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受

けた者との関係において、国家賠償法１条１項の適用上違法となるものと解するの

が相当である」と規制権限不行使の違法性の一般的な判断枠組みが判例準則として

確定している。 

（３）具体的な権限行使の在り方における行政庁の裁量の有無と広狭 

電気事業法３９条、４０条が、技術基準省令制定、技術基準適合命令の権限を経

済産業省令に包括的に委任した趣旨は、電気事業者が講じるべき措置の内容が多岐

にわたる専門技術的事項であり、また、その内容を、万が一にも原子炉による災害

の発生を防止するために、最新の科学技術水準へ即応したものに改正していく必要

があることから、これを主務大臣である経済産業大臣に委ねるのが適当であるとさ

れたことによる。 

被告国は、上記専門技術的事項に関し行政庁に裁量があることを理由に、第一次

的には行政機関の判断が尊重されなければならないこと、行政庁に広範な裁量があ

ることを強調する。 

しかし、電気事業法３９条が経済産業大臣に技術基準省令制定権限を委任した趣

旨及び同法４０条が経済産業大臣に技術基準省令で定める技術基準に適合するよう

に電気事業者に対し命令する権限を委任した趣旨は、原子力発電所から万が一にも

重大な事故が発生しないようにするために、適時かつ適切に安全規制の基準をつく

り、かつ適時かつ適切に監督権限を行使することによって原子力発電所の原子炉の

安全性の確保に万全を期しているところにある。この権限行使がなされる場面は、

原子力発電所の運転段階におけるものであり、ここで規制権限により保護される利

益は、憲法１３条等によって保障される国民の生命・健康及び生存の基盤としての
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財産と環境であり、これに対する規制される側の不利益は、電気事業者の物的・経

済的負担と利潤であるから、憲法上の価値の優先順位においても、経済産業大臣は、

原子炉による重大事故から、国民の生命・健康及び生存の基盤としての財産と環境

を守るための権限を行使するに当たり、電気事業者の利益を考慮する裁量はない。 

伊方原発訴訟最判の判示するとおり、①原子力の有する危険が国民の生命、健康

や生存の基盤としての財産や環境に対する「重大な危害を及ぼし、周辺の環境を放

射線によって汚染するなど、深刻な災害を引きおこすおそれがある」ことを前提に、

万が一にも事故が発生して、生命、健康や生存の基盤としての財産と環境に対する

深刻な災害が発生しないようにする必要があること、②科学的、専門技術的知見に

基づく安全性確保の措置が必要であり、その科学的、専門的技術的知見は、科学技

術が不断に進歩、発展していることを前提に、万が一にも事故が発生しないように

するため最新の科学技術水準へ即応させる必要があることから、経済産業大臣の権

限は、適時かつ適切に行使することが求められるのである。 

（訴状５０～５１頁、原告ら準備書面（３）１～１５頁、同（２４）８～２３頁、 

同最終準備書面（第２分冊）４２～５１頁） 

２－２－２ 津波対策義務としての技術基準適合命令が基本設計に及ぶか 

１ 本件において原告らが主張する規制権限行使の対象となる津波について 

（１）省令６２号４条１項に基づく津波防護措置 

省令６２号４条１項は、「原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆

動される蒸気タービン及びその附属設備が想定される自然現象（地すべり、断層、

なだれ、洪水、津波、高潮、基礎地盤の不同沈下等をいう。但し、地震を除く）に

より原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置、基礎地盤の改良その

他の適切な措置を講じなければならない。」と定めている。緊急停止時において、原

子炉を冷やし続けるために必要な非常用電源設備及びその附属設備はこの防護措置

の対象となり、想定される津波から非常用電源設備及びその附属設備を防護するこ

とは本来設計基準事象に対する対策であり、電気事業者の安全性確保義務であると
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もに、経済産業大臣の規制権限の対象である。 

（２）福島第一原子力発電所でとられていた津波防護対策と本件原発事故の原因 

福島第一原子力発電所でとられていた津波対策は、少なくともＯ．Ｐ．＋１０メ

ートルの敷地高さに津波が遡上しないことの確保であったこと、福島第一原子力発

電所にＯ．Ｐ．＋１０メートルの敷地高さを超える津波が襲来したときの対策がと

られていなかったこと、本件原発事故は、津波により敷地高さよりも低い場所に設

置されていた非常用電源設備及びその附属設備が機能喪失し、全交流電源を喪失し

たことが原因で発生したこと、はいずれも争いのない事実である。 

（３）小括 

以上の経過から、原告らは、福島第一原子力発電所において、経済産業大臣が被

告東京電力に対し津波防護の措置を規制する権限を行使すべき義務の要件としての

対象となる津波は、Ｏ．Ｐ．＋１０メートルの敷地高さを超える津波であると主張

するものである。 

（原告ら準備書面（３８）２３頁～２４頁、同（３９）１１頁～、同（４１）８頁

～、最終準備書面（第２分冊）５１～５５頁） 

２ 津波対策義務としての技術基準適合命令が基本設計に及ぶか 

（１）被告国の主張の概要 

被告国は、２０１２（平成２４）年法改正後の原子炉等規制法４３条の３の２３

第１項が制定される前においては、わが国の法制度上、設置許可を受けている発電

用原子炉施設については、経済産業大臣は、基本設計ないし基本的設計方針に関わ

る事項を是正するために省令６２号に新たな規定を設けて、技術基準適合命令を発

令する権限を有していなかったこと、原告らが主張する津波防護対策は、基本設計

ないし基本的設計方針に関わる事項であるので、経済産業大臣は、省令６２号に定

める権限を有していなかった、と主張する。 

（２）原告らの主張（１）  

ア 原子炉等規制法及び電気事業法の趣旨・目的は、原子炉による災害から、国民
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の生命、健康、生存権の基盤としての財産と環境を保護するところにある。そして、

これらの法令が経済産業大臣に規制権限（技術基準省令制定及び技術基準適合命令）

を委任した趣旨は、万が一にも原子炉による重大な事故を起こさないようにするた

めに、最新の科学技術水準に即応して原子炉施設の安全性を確保するところにある。

この「科学技術水準」に、地震・津波などの自然現象に関する科学的知見と被告国

の判断が含まれることは当然である。 

イ 段階的規制の問題 

（ア）被告国の主張 

被告国は、伊方原発訴訟最判を引いたうえで、原子炉の安全規制については段階

的規制が採用されていることを理由に、経済産業大臣は、基本設計ないし基本的設

計方針に係る事項を是正するために、技術基準省令６２号に新たな規定を設ける権

限がない、と主張する。 

（イ）原告らの主張 

伊方原発訴訟最判は、設置許可の取消訴訟における審査の対象に関する判示であ

る。原子炉等規制法が、最初の規制処分である設置許可の後に、各規制処分を規定

していることに着目して、設置許可の際には、後続する規制のための処分が対象と

する事項は審査の対象とならないと判示したものであり、運転段階の原子炉施設の

安全性審査の際に、設置許可段階で審査する事項について審査する権限の有無につ

いて言及したものではない。原子炉等規制法は、原子炉の設置から廃炉に至るまで

の各段階において、行政庁の安全確保のための規制措置を設けている。これは、万

が一にも原子炉による深刻な災害が起こらないようにするために、行政庁が各段階

における最新の科学技術的知見に即応した安全基準を多重的に策定して安全確保を

徹底するところに、その趣旨がある。運転に供されている間にも、工学的技術にと

どまらず、地震・津波などの自然現象の発生やそれに関する科学的知見が不断に進

歩、発展している。この最新の科学技術水準に即応して運転中の原子力発電所の施

設の安全性を確保することも経済産業大臣に権限が委任された事項の範囲に含まれ
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る。 

電気事業法３９条、４０条には、被告国が主張するような経済産業大臣の権限の

範囲を限定する要件はない。３９条２項１号によれば、原子力発電所の施設が「人

体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。」すなわち、原子炉

による災害を起こす危険性をもたらすものであれば、その原因が基本設計に関わる

事項であろうとも、法が求める技術基準を満たさないこととなる。技術基準に適合

していない場合に発せられる適合命令の内容も、原子力発電所の施設の「修理、改

造、移転、一時使用停止、使用制限」というものであり、基本設計ないし基本的設

計方針に関わる事項を除外するような内容ではない。 

 原子炉等規制法が経済産業大臣に規制権限を委任した趣旨、電気事業法が経済産

業大臣に規制権限を委任した趣旨は、万が一の原子炉施設による重大な事故を防止

するために、最新の科学技術的知見に速やかに適合させるためであり、法律が経済

産業大臣に付与した裁量も同一の趣旨である。 

設置段階で不足していた科学技術的知見が、工事認可段階、運転段階で取得でき

た場合には、当然、経済産業大臣は、審査基準・認可基準に反映させるべきである

し、技術基準にも反映させるべきである。 

現に、経済産業省原子力安全・保安院は「発電用原子力設備に関する技術基準を

定める省令の解釈について」を策定して、審査基準・許可基準と技術基準との整合

性をとる権限行使をしてきているのである。 

また経済産業大臣が本件事故後である２０１１（平成２３）年３月３０日付けで

原子力発電所設置者に対し行った指示文書（乙Ｂ６１号証）の添付資料「福島第一

原子力発電所事故を踏まえた対策」の「抜本対策 中長期」に、完了見込み時期と

して「事故調査委員会等の議論に応じて決定」としたうえで、「具体的対策の例」を

挙げている。そこには、「設備の確保」として、「防潮堤の設置、水密扉の設置、そ

の他必要な設備面での対応」との記載をしている。これらは被告国の主張によると

基本設計ないし基本的設計方針に関わる事項であるが、経済産業大臣がこれらの対
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策をとらせる権限を有していることを前提とした文書であることは明らかである。 

ウ 遡及適用（バックフィット）の問題 

（ア）被告国の主張 

被告国は、２０１２（平成２４）年改正原子炉等規制法４３条の３の２３第１項

を示して、基本設計に係る原子炉設置許可基準が改正された場合にこれを既に設置

許可を受けている発電用原子炉施設にも遡及的に適用する制度は、この改正により

導入されたと主張する。 

（イ）原告の主張 

規制がどこまで許されるかは、規制法が経済産業大臣に委任した趣旨に照らして、

規制する必要性と規制を受ける電気事業者の法的安定性の調整によって決まること

である。 

この電気事業者の法的安定性をどこまで考慮しなければならないのかは個別の

規制措置の程度によって決まることであり、このことにおいては、上記改正原子炉

等規制法の改正前であろうと、改正後であろうと変わりはない。 

原告らが主張する、津波から原子炉施設を防護する対策をとることを命ずる措置

は、既設原子炉の存亡に影響を与えるようなものではなく、最新の津波知見に即応

して、津波を原因として万が一の原子炉施設による深刻な災害が起きないようにす

るために、既設の原子炉施設の管理使用の強化をするというレベルの問題であり、

電気事業者に与える不利益は受忍限度の範囲内であるし、工事のための一定の猶予

期間を設けた措置をとることにより電気事業者も十分に対応可能である。 

（２）原告らの主張（２） 

ア 被告国の主張 

被告国も認めるとおり、基本設計ないし基本的設計方針という概念は法律に定め

られた要件ではなく、被告国が、工学的分野における設計において用いられる概念

を原子炉の安全確保対策とその運用の体系のなかに持ち込んで使用している用語で

ある。被告国の主張によっても、「基本設計ないし基本的設計方針」の安全性に関わ
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る事項は一義的に明確なものではなく、規制行政庁の専門技術的裁量で決められる

ものだということである。前段規制としての「基本設計ないし基本的設計方針」、後

段規制としての「詳細設計」という概念は概括的なものであり、その概念用語から

一義的に明確な帰結がでてくるものではないのである。 

イ 原告らの主張 

（ア）被告国が、「我が国では、原子炉設置（変更）許可の申請者に対し、津波対策

に係る基本設計ないし基本的設計方針において、敷地高さを想定される津波の高さ

以上のものとして津波の侵入を防ぐことを基本とし、津波に対する他の事故防止策

も考慮して、津波による浸水等によって施設の安全機能が重大な影響を受けるおそ

れがないものとすることを要求している。当該要求事項における枢要は『想定され

る津波による浸水等によって施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないも

のとする』ことであり、『敷地高さを想定される津波の高さ以上のものとして津波の

侵入を防ぐことを基本』とするものとしているのは、それを達成するための有効な

手段をこれに限るのではなく、これ以外の手段も容認する余地を認める趣旨を明ら

かにしたものである。」と主張するとおり、経済産業大臣は、従前許可した基本設計

の枠組みの中で、電気事業法の委任する権限に基づいて、電気事業者に対し、敷地

高さを確保する（ドライサイト確保する）こと以外にも、津波から全交流電源喪失

に至ることを防護する措置を義務づけることができた。 

（イ）本件原発事故発生後、経済産業大臣は、省令６２号４条１項が津波に対する

防護措置等の適切な措置を規定していることに基づき、次の権限行使をしたのであ

る。なお、下記の措置は、省令改正の方法とともに、指示という方法がとられてい

る。この指示は、行政指導であり、行政指導も行政機関がその任務又は所掌事務の

範囲内において」行うものであり（行政手続法２条６項、３２条１項）、いずれも電

気事業法３９条、４０条が経済産業大臣に委任した権限に基づくものである。 

ａ ２０１１（平成２３）年３月３０日付け指示 

ｂ ２０１１（平成２３）年３月３０日 技術基準省令・保安電源規定等の改正 
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ｃ ２０１１（平成２３）年６月７日付け指示 

ｄ ２０１１（平成２３）年１０月７日 技術基準省令改正 

（ウ）被告東京電力は２００２（平成１４）年３月に、「津波評価技術」の想定に基

づく津波推計計算を行い、Ｏ．Ｐ．＋５．７メートルの津波の襲来を推計し、さら

に、２００９（平成２１）年２月には、想定津波の見直しを行いＯ．Ｐ．＋６.１メ

ートルという津波の推計をした。被告東京電力は、この「津波評価技術」に基づく

想定津波の変更により、Ｏ．Ｐ．＋４メートル盤を超えることが判明した際（２０

０２〔平成１４〕年）、及び、再計算によって従前の想定津波高を超えることが判明

した際（２００９〔平成２１〕年）、Ｏ．Ｐ．＋４メートル盤を対象として敷地への

浸水を前提とした高所配置、水密化等の防護措置を講じた。福島第一原子力発電所

のＯ．Ｐ．＋４メートル盤が、津波との関係で「ドライサイト」が維持されるべき

「敷地」に該当することから、被告東京電力は、省令４条１項に規定された「想定

される津波により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合」となったと判断した

ものである。そして、このときには、基本設計に関する事業であるとの理由で、設

置許可申請手続きがとられたことはなかった。 

（エ）被告国の主張、被告国が現にとってきた措置に関する説明に照らせば、電気

事業法３９条、４０条から委任をされた経済産業大臣が、津波対策に係る基本設計

において敷地高さを想定される津波の高さ以上のものとして津波の侵入を防ぐこと

（ドライサイトを確保すること）を基本としたうえで、なお、敷地高さを超える津

波による浸水等（ウエットサイト）によって原子炉の安全性を損なうおそれがない

ものとすることが要求されるのであるから、原告らが主張する津波防護対策につい

いても、省令４条１項の規定する津波に対する『防護措置等の適切な措置』を具体

化する措置としてとることができる。 

（原告ら準備書面（２４）２７頁以下、同（３５）４頁以下、同最終準備書面（第

２分冊）５３～７４頁） 

２－２－３ 「独立性」欠如是正義務 
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１ 省令６２号３３条４項（保安電源設備）の規定と趣旨 

省令６２号３３条４項は、２００６（平成１８）年１月１日施行の改正省令６２

号により追加されたものであり、「非常用電源設備及びその附属設備は、多重性又は

多様性、及び独立性を有し、その系統等を構成する機械器具の単一故障が発生した

場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は一次冷却材喪失等の事故時におい

て工学的安全施設等の設備がその機能を確保するために十分な容量を有するもので

なければならない。」と定める。ここに「多重性」とは、「同一の機能を有する同一

の性質の系統又は機器が二つ以上あること」、「多様性」とは、「同一の機能を有する

異なる性質の系統又は機器が二つ以上あること」をいう。さらに、「独立性」とは、

「二つ以上の系統又は機器が設計上考慮する環境条件及び運転状況において、共通

要因又は従属要因によって、同時にその機能が喪失しないこと」をいう。（以下まと

めて「独立性」ともいう。） 

この「独立性」は、外部電源が失われた場合の炉心の冷却のための最後の命綱と

もいうべき非常用電源設備及びその附属設備に関し、１９９０（平成２）年改訂安

全設計審査指針において、万が一の原子炉による災害を防止するために、「重要度の

特に高い安全機能を有する系統」（総則規定としての「指針９」）である「非常用所

内電源系」（各則規定としての「指針４８.３項」）については、「多重性又は多様性

及び独立性」を備えるべきことが明確に規定されていたことを、既設原子炉の規制

要件として明文化したものである。 

２ 「独立性」は「溢水」による被水から非常用電源設備及びその附属設備を防護

することも含むこと 

原子力発電所において非常用電源設備及びその附属設備の「独立性」の規制要件

化をする趣旨のなかに、当然、１９９１（平成３）年に福島第一原子力発電所１号

機で発生した内部溢水事故（以下「平成３年溢水事故」という。）に対する対策を考

慮して設計基準事象とすべきものがあったことは当然である。平成３年溢水事故の

後とられた、非常用ディーゼル発電機の２台専用化及び各号機間の電源融通という
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対策は、万が一にも全交流電源喪失から原子炉による重大事故が発生することを防

止することを目的に、防護の多重性の観点からなされたものである。したがって、

経済産業大臣が、２００６（平成１８）年１月１日改正施行省令６２号３３条４項

で、非常用電源設備及びその附属設備の「独立性」要件を明文化するに際して、平

成３年溢水事故で現実的危険性が明らかになった、非常用電源設備及びその附属設

備のすべてが被水によって機能喪失に陥ることを防護することも考慮事項であった

と解される。 

３ 「内部溢水」と「津波（外部溢水）」は被水として同じであること 

平成３年溢水事故は、タービン建屋内の床下埋設の配管の損傷による海水の浸水

が、建屋内に存在した非常用ディーゼル発電機を、被水により機能喪失させたもの

である。内部溢水は、配管の設置場所、配管の損傷場所によって水の漏えいと浸水

の場所と浸水の経路が様々になる。建屋の下部から、あるいは途中の壁から、ある

いは上部からと、あらゆる方向からの被水の可能性を想定して非常用電源設備及び

その附属設備を被水による機能喪失から防護する措置をとらなければならない。 

津波が襲来したときに、原子炉施設の様々な空洞・空隙を通じて非常用電源設備

及びその附属設備が設置されている場所に海水が浸水するという点では、「内部溢水」

と本質的な違いはない。省令６２号３３条４項で「独立性」を規制要件化した立法

事実に照らして、「内部溢水」のみならず、「津波（外部溢水）」からの独立性を除外

する合理性はない。 

４ 津波による浸水に対して「独立性」が欠如していたこと 

福島第一原子力発電所各号機の非常用電源設備及びその附属設備は、同じフロア

に集中的に設置されており、同一設置フロアへの津波による浸水によって同時に機

能喪失する配置であった。 

５ 「独立性」欠如是正義務 

ア ２００５（平成１７）年改正後の省令６２号３３条４項の「独立性」は、津波

を含む外部事象に対しても要求されており、かつ福島第一原子力発電所１ないし４
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号機の非常用電源設備及びその附属設備は、敷地高を超える津波に対する「独立性」

を欠如していたので、経済産業大臣は、遅くとも２００６（平成１８）年には、被

告東京電力に対し、「独立性」欠如是正の技術基準適合命令を発するべきであった。 

イ 仮に外部事象としての津波に対して省令６２号３３条４項が適用されないとし

ても、福島第一原子力発電所１ないし４号機の非常用電源設備及びその附属設備は

内部溢水に対しても「独立性」を欠如しており、経済産業大臣は、遅くとも２００

６（平成１８）年には、被告東京電力に対し、内部溢水に対する「独立性」欠如を

是正する技術基準適合命令を発するべきであり、これを発していれば、本件津波に

対しても結果回避可能であった。 

ウ 仮に外部事象としての津波に対して省令６２号３３条４項が適用されないとす

れば、経済産業大臣は、遅くとも２００６（平成１８）年には省令６２号３３条４

項に外部事象を加える省令改正を行い、その改正後の省令の適用で、被告東京電力

に対し、「独立性」欠如是正の技術基準適合命令を発するべきであった。 

（原告ら準備書面（２９）、同（３１）、同（３５）、同（３９）、最終準備書面（第

２分冊）７４～７８頁） 

２－２－４ シビアアクシデント対策義務（代替設備確保義務） 

経済産業大臣は、遅くとも２００６（平成１８）年には省令６２号に、「津波に

よって交流電源を供給する全ての設備及び海水を使用して原子炉を冷却する全ての

設備の機能が喪失した場合においても直ちにその機能を復旧できるよう、その機能

を代替する設備の確保その他の適切な措置を講じなければならない。」との規制を追

加する省令改正を行い、改正後の省令を福島第一原子力発電所１ないし４号機に適

用し、被告東京電力に対し、技術基準適合命令を発するべきであった。この省令は、 

経済産業大臣が、２０１１（平成２３）年１０月７日付けで技術基準省令６２号の

改正を行い、第５条の２（津波による損傷の防止）を新設追加したものと同じであ

る。 

（原告ら最終準備書面（第２分冊）７９～８０頁） 
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２－３ 津波対策に関する規制権限不行使の違法性 

２－３－１ 予見義務 

１ 経済産業大臣の予見義務と義務違反の効果 

（１）権限に内在する予見義務 

ア 電気事業法３９条１項は、技術基準の策定を経済産業大臣に委任している。経

済産業大臣が委任を受けて制定した省令６２号４条１項（防護措置等）は、「想定さ

れる」津波が原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は、適切な防護措置等をと

ることを電気事業者に義務づけている。電気事業法４０条は、客観的に省令４条１

項に該当する事態が生じたときには、経済産業大臣は電気事業者に対し、適切な防

護措置等をとることについて技術基準適合命令を出す権限を有していることを明記

している。 

イ 行政庁に命令制定権限（規制権限）が付与された趣旨は、行政庁は所掌事項に

関する専門技術的な知識と経験を有していることから、時宜に応じて迅速な判断及

び規制の発動を実施することが可能でありかつそれが必要とされたためである。 

電気事業法は、原子力発電所に適用される場面においては、国民の生命、健康、

及び生存の基盤としての財産および環境に対する安全性の確保を主要な目的の一つ

としている。かかる電気事業法の趣旨・目的に照らせば、電気事業法３９条が経済

産業大臣に技術基準省令制定権限を委任した趣旨及び同法４０条が経済産業大臣に

技術基準省令で定める技術基準に適合するように電気事業者に対し命令する権限を

委任した趣旨は、原子力発電所から万が一にも重大な事故が発生しないようにする

ために、適時かつ適切に安全規制の基準をつくり、かつ適時かつ適切に監督権限を

行使することによって原子力発電所の原子炉の安全性の確保に万全を期していると

ころにある。 

この権限行使の在り方について、伊方原発訴訟最判は、科学的、専門的技術的知

見は、科学技術が不断に進歩、発展していることを前提に、万が一にも事故が発生

しないようにするため、最新の科学技術水準へ即応させる必要があることを強調し
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ている。最新の科学技術水準への即応のためには、原子炉施設の安全性に脅威とな

り得る内部事象及び外部事象が存在することが明らかになった場合には、経済産業

大臣は、規制の必要性の有無及びその内容を判断すべく、直ちに当該事象について

情報を収集し、調査研究する必要がある。 

ウ 経済産業大臣は、省令４条１項の「想定される津波」について、不断の情報収

集・調査研究を行い、原子炉施設の安全性に脅威となり得る津波の可能性が明らか

になったときには、適時に、発生可能性のある津波について、原子炉施設の安全性

の確保に影響を与えないかどうかについて予見する義務がある。 

（２）予見義務懈怠の効果 

第１に、行政庁が負う情報収集・調査研究を尽くした上での予見義務を懈怠した

場合、行政庁が同義務を果たしていたのであれば判明したであろう事項は、規制権

限不行使を基礎づける予見可能性の前提事実として考慮要素となるというべきであ

る。なぜならば、予見可能性は、行政庁の規制権限不行使の違法を基礎づける一要

素であるところ、これは法的な判断要素であるため、規範的要素として、現実に認

識されていた事項だけでなく、認識することが可能であった事実があればこれを加

えることによって初めて法的責任の有無を判断することが可能となるからである。 

 第２に、行政庁が情報収集・調査研究を尽くさず、予見義務を懈怠したためにそ

の後に適切な権限行使をしなかったという事情は、予見義務の懈怠自体が行政庁の

規制権限不行使の違法性判断の重要な考慮要素となる。 

（原告ら最終準備書面（第２分冊）８１～８４頁） 

２ ２００１（平成１３）年までに集積した、予見義務を基礎づける知見と事象 

（１）敷地高さを超える津波襲来の可能性に関する知見の集積 

ア 被告国は、１９９７（平成９）年３月に、「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法

調査報告書」（以下「４省庁報告書」という。）を作成し、１９９８（平成１０）年

３月に公表した。４省庁報告書は、被告国が批判するところである、広域を対象に

した津波高さ予測であること、津波高さの推計計算が誤差を含む概略であることに
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限界はあるものの、想定し得る最大規模の地震を検討したことに意義があり、かつ

一定の範囲における海岸線に到達しうる平均的な津波の高さ（及び最大値）を推定

し、敷地高さを超える津波に対する対策の必要性の有無を確認することは十分可能

である。 

そして、双葉町と大熊町の海岸の沖合に到達する平均的な津波高さ（６．８～６．

４メートル）という計算結果は、福島第一原子力発電所の海岸部（約１．８キロメ

ートル）という幅のある地点においても、Ｏ.Ｐ.+６メートルを超える津波が襲来す

る可能性が相当程度あることを示すものである。そして、沖合でこの程度の高さの

津波の襲来があった場合には、遡上による津波高さの増幅効果を考慮すれば建屋敷

地高さを超える可能性がある。４省庁報告書は、福島第一原子力発電所の所在地に

おいても、敷地高さを超える津波に対する防護対策の必要性について調査研究する

必要性を基礎づける知見である。 

イ 国土庁は、１９９９（平成１１）年３月に、日本全国の海岸部を対象として「津

波浸水予測図」を作成し公表した。「津波浸水予測図」は、被告国が批判するところ

である、作成目的が住民に対する避難勧告・指示の伝達等にあり、福島第一原子力

発電所の沿岸部に「設定津波高」の津波が到来することを具体的に予測したもので

ないこと、地震学的根拠に基づく断層モデルを設定した上での数値計算をしていな

いこと、津波計算の不十分性をもつことに限界はあるものの、現実に発生する可能

性の高い地震の断層モデルを想定していること、海底地形等を踏まえて詳細な津波

伝播計算を行い、想定し得る最大津波高さを検討の結果として設定したものとして

の合理性がある。 

ウ 小括 

４省庁報告書も「津波浸水予測図」もそれぞれの目的があり、波源の設定と津波

計算の方法に科学的知見と技術としての不十分さがあることは事実である。しかし、

いずれの知見によっても、福島第一原子力発電所のある地域において、敷地高さを

超える津波が襲来する可能性があることが示された。この知見は、津波対策は既往
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最大津波の高さよりも敷地を高くしておけば万全であるとの考えで、津波が敷地高

さを超える事象を設計基準事象として設定する必要はないとし続けていることで大

丈夫なのか、と問題提起するに値する知見であることは明らかである。この知見の

進展過程で、適切な波源の設定と津波シミュレーションの計算方法が重要な課題で

あることも共通認識となった。 

上記したとおり、経済産業大臣は、省令４条１項の「想定される津波」について、

不断の情報収集・調査研究を行い、原子炉施設の安全性に脅威となり得る津波の可

能性が明らかになったときには、適時に、発生可能性のある津波について予見する

義務、そしてその結果を踏まえて原子炉施設の安全性を確保するための基本である

設計基準事象として取り入れる義務があるというべきであり、この２つの知見につ

いてその波源の設定や津波計算についての不十分性があるところは、さらに、適時

に、科学的知見と技術の進展に関する情報収集を行い、調査研究をする責務がある

というべきである。その意味で、この２つの知見は経済産業大臣の予見義務を基礎

づけるものである。 

（原告ら準備書面（４１）第３の２、３、最終準備書面（第２分冊）８４～９１頁） 

（２）溢水事故が全交流電源喪失をもたらす現実的可能性があることに関する知見

の集積 

平成３年溢水事故は、原子炉施設、とりわけ非常用ディーゼル発電機などの非常

用電源設備等が溢水に対して極めて脆弱であることを明らかにしたものである。 

 １９９９年ルブレイエ原子力発電所における外部溢水事故は、想定（設計基準）

を超えた自然現象（外部事象）が発生して原子炉の重要な安全設備を機能喪失させ

ることがあり得ること、電気系統が被水に弱いことを、改めて認識させるものであ

った。 

この２つの溢水事故は、敷地高さを超える津波が襲来したときには、非常用電源

設備及びその附属設備が被水し、機能喪失する現実的危険性があることを予見させ

る事象であった。 
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（原告ら準備書面（２９）、同（３１）、同（３４）、同（３８）、最終準備書面（第

２分冊）９１～９１頁） 

３ ２００２（平成１４）年に集積した、予見義務を基礎づける知見と事象 

（１）詳細な津波浸水予測計算をする専門的技術の開発 

 ２００２（平成１４）年２月、土木学会・津波評価部会により津波評価技術が策

定され公表された。陸地に到着する津波高さを正確に予測するためには、適切な波

源モデルの設定（対象とする津波の考慮）と計算誤差・断層パラメータのバラツキ

の考慮をすることが課題であった。津波評価技術は、津波浸水予測計算の推計手法

についての最新の知見を集約し、推計計算の誤差をより少なくし、断層パラメータ

のバラツキの考慮をするという計算方法を開発したものであった。 

（２）被告東京電力が福島第一原子力発電所の津波対策を見直したこと 

 被告東京電力は、２００２（平成１４）年３月には、津波評価技術に基づいて、

福島第一原子力発電所への津波浸水の水位を計算した。この推計に際しては、被告

東京電力は、１９３８年塩屋崎沖地震（福島県東方沖地震）、１８９６年明治三陸地

震及び１６７７年延宝房総沖地震の各波源モデルを、それぞれの地震が現に発生し
．．．．．

た場所
．．．

で
．
発生する
．．．．

という想定に基づいて計算している。被告東京電力のこの津波対

策は次のような意味をもつ。すなわち、福島第一原子力発電所の敷地高さが、立地

地域への歴史記録に残る既往最大のチリ地震によって発生した津波高さ（Ｏ．Ｐ．

＋３．１２２メートル）を上回ることが省令４条１項の「想定される津波」とされ

ていたところ、新しく開発された津波評価技術で詳細な計算を行うと従前の「想定」

津波の高さに変動が生じ、新たな津波対策を行う必要が発生したという事実である。

これは津波に対する安全設計の基礎とされてきた「津波が敷地高さを超えることは

想定する必要はない」という従前の設計基準津波の考え方について見直しの必要性

がないのかどうかの検討が必要となったことを意味する。 

（３）２００２年地震本部「長期評価」の発表 

ア ２００２（平成１４）年７月、地震調査研究推進本部が「長期評価」を公表し
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た（以下「２００２年「長期評価」ともいう。）。 

２００２年「長期評価」では、福島県沖を含む太平洋岸の日本海溝寄りにおいて、

Ｍ８クラスの大地震が三陸沖北部海溝寄りから房総沖海溝寄りにかけてどこでも発

生する可能性があるとし、具体的には、１６１１年慶長三陸地震、１６７７年延宝

房総沖地震、１８９６年明治三陸地震と、Ｍ８クラスのプレート間大地震（津波地

震）が過去４００年間に３回発生していることから、この領域全体では約１３３年

に１回の割合でこれらと同様の津波地震が発生すると推定した。２００２（平成１

４）年から３０年以内の発生確率は２０％程度としている。震源域、地震の規模な

どについては、１８９６年明治三陸地震の波源モデルに基づいて算出している。２

００２年長期評価は、「福島県沖の日本海溝寄りの津波地震」が起こり得ること、そ

の発生確率は、「今後３０年以内の発生確率は６％程度、今後５０年以内の発生確率

は９％程度」という無視しえないものであった。 

イ 仮に福島県沖で、明治三陸地震規模の津波地震が発生した場合には、明治三陸

地震の現実に発生した被害の事実を踏まえれば、福島第一原子力発電所の敷地高を

超える津波が襲来する現実的な可能性があることを容易に認識できた。 

ウ ２００２（平成１４）年までの技術的知見として存在した阿部勝征氏による津

波高さを算出するための簡易式（以下、「阿部の簡易式」という。）によれば、目安

として福島第一原子力発電所の敷地における津波の遡上高を推定できる。その採用

する明治三陸地震の津波マグニチュード（Ｍｔ８．２～９．０）によって値は変わ

るが、遡上高の平均値で、２．８～１６メートル、遡上高の最高値で、５．６～３

２メートルとなる。 

そして、２００２（平成１４）年３月には詳細な津波推計計算を精度高く行うこ

とができる津波評価技術の開発がなされていた。 

エ 以上、２００１（平成１３）年までに集積された津波に関する知見と事象に加

えて、２００２（平成１４）年には、精度高く津波を推計することのできる津波評

価技術が実用化され、同時に、福島県沖に明治三陸地震規模の津波地震が発生する
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現実的な可能性があることを示した「長期評価」が発表された。 

 経済産業大臣がこの集積された知見と事象を適切に考慮すれば、２００２年「長

期評価」の判断どおり、福島県沖に明治三陸地震規模の津波地震が発生した場合に

は、福島第一原子力発電所の主要な施設が設置されている敷地高さＯ．Ｐ．＋１０

メートルを大きく超える津波が襲来する現実的な可能性があったこと、そのような

津波が襲来すれば、１号機ないし４号機の非常用電源設備及びその附属設備が同時

に被水して機能喪失し、全交流電源喪失という事態に至ってしまう現実的な可能性

があったことを容易に認識できた。 

 経済産業大臣は、上記の知見と事象を考慮して、被告東京電力が、すみやかに、

２００２年「長期評価」の判断に基づき、明治三陸地震の波源モデルを福島県沖の

日本海溝寄りに設定し、津波評価技術の計算式を用いて津波浸水予測の計算を行い、

津波予見をすることが必要であること、さらにその予見の結果に基づいて、福島第

一原子力発電所の１号機ないし４号機の非常用電源設備及びその附属設備を津波か

ら防護するための対策をとることが必要であったことを認識すべきであった。 

（原告ら準備書面（４１）６０～６９頁、同最終準備書面（第２分冊）９５～１０

０頁） 

２－３－２ 予見可能性 

１ 敷地高さを超える津波の予見可能性の根拠は被告国の公的判断たる地震調査研

究推進本部の２００２年「長期評価」にあること 

（１）責任論の最大の争点は２００２年「長期評価」の信頼性にあること 

原告らは、２００２（平成１４）年７月に、２００２年「長期評価」の地震想定

に基づき、同年２月に土木学会が発表した「津波評価技術」の手法を用いて詳細な

津波浸水予測計算を行うことによって、敷地高さを超える津波を予見することは可

能であったと主張する。 

これに対し、被告国および被告東京電力は、２００２年「長期評価」は「確立し

た知見ではなかった」等としてその信頼性を否定する。 
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２００２年「長期評価」の信頼性が、本件における責任論の最大の争点である。 

（２）３名の専門家の証言によって明らかになった事実 

地震・津波の３名の専門家（都司嘉宣氏、島崎邦彦氏、佐竹健司氏）の証言によ

って明らかになった事実は、 

ア ２００２年「長期評価」に高度の信頼性が認められること、 

イ 佐竹尋問により波源の設定について依拠できる知見は２００２年「長期評価」

であって「津波評価技術」ではないこと、 

ウ ２００２年「長期評価」に基づき直ちに津波浸水予測計算を実施することが可

能でありかつ実施していれば、被告国及び被告東京電力において、福島第一原子

力発電所の敷地高さを超える津波の襲来について予見可能があったこと、 

にまとめることができる。 

以下、アについて「２」から「５」で、ウについて「６」で、イに関しては「６」

から「１３」で、それぞれ原告らの主張を整理する。 

２ 地震調査研究推進本部（地震本部）と「長期評価」の意義 

（１）「長期評価」と個々の専門家の見解を同列に論じる被告らの主張の誤り 

後述のとおり、地震本部は防災のために設置された被告国の組織であり、２００

２年「長期評価」は、防災を目的とした被告国の公的な判断である。  

２００２年「長期評価」を個々の専門家の見解と同列に論じることはできない。 

（２）地震本部の目的と性格 

１９９５（平成７）年１月の阪神・淡路大震災を契機として、同年７月、地震に

関する調査研究の推進についての被告国の責務を定めた、地震防災対策特別措置法

が制定された。地震本部は、行政施策に直結すべき地震に関する調査研究の責任体

制を明らかにし、これを政府として一元的に推進するため、同法に基づき総理府に

設置された政府の特別の機関である（現在は文部科学省に属する。） 

地震本部には地震調査委員会が設置され、その下には、より専門的な検討を行う

ための機関として、「長期評価部会」、「津波評価部会」等が設置されている。長期評



25 

 

価部会は、「長期的な観点から、地域ごとの地震活動に関する地殻変動、活断層、過

去の地震等の資料に基づく地震活動の特徴を把握し明らかにするとともに、長期的

な観点からの地震発生可能性の評価手法の検討と評価を実施し、地震発生の可能性

の評価」を行っている。同部会の下には、「海溝型分科会」等が設置され、それぞれ

専門的な調査研究を推進している。 

このように、地震本部は、法に基づき、地震に関する専門的な調査研究を推進す

るための十分な組織を備えた公的機関である。また、地震・津波に関するわが国を

代表する専門家の参加が確保されている。地震調査委員会が収集する地震・津波に

関する基礎的な情報は、個々の研究者や研究機関が保有する以上のものである。 

（３）地震本部「長期評価」の意義 

地震本部が行う調査研究のうち、主要な活断層で発生する地震や海溝型地震を対

象に、地震の規模や一定期間内に地震が発生する確率を予測したものを「長期評価」

とよぶ。「長期評価」は、第一線の地震学者による、過去の地震の評価と将来の地震

の予測についての充実した議論を踏まえた、被告国の公的判断である。 

２００２年「長期評価」が専門家の「統一的見解」とはいえないとの議論は、一

人でも専門家の異論があればその知見は防災上無視して良いと主張するに等しく、

誤りである。 

（原告ら準備書面（４０）１２頁～１７頁、最終準備書面（第２分冊）１０５頁～

１１２頁） 

３ ２００２年「長期評価」の示した日本海溝沿いにおける地震予測とその高度の

信頼性 

（１）「長期評価」に先立つ「津波地震」の知見の進展 

２００２年「長期評価」の信頼性の高さについて正しく評価するため、それに先

立つ地震・津波の知見、特に「津波地震」についての知見の進展を確認する。 

第１ 近代的な観測に基づく「津波地震」についての知見は、１９９０年代まで

に大きく進展した。 
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１９２８（昭和３）年、和達清夫氏が、周期が長く人が弱くしか感じられないが

大きな津波を伴うことがある地震が海溝近くに発生することを指摘した。 

１９７２（昭和４７）年、金森博雄氏が、１８９６年明治三陸地震の解析を通じ、

人が感じるような高周波（短周期）の揺れは小さいが、低周波（長周期）のゆっく

りした揺れが大きく、大きな津波を生じる地震を「津波地震」と定義した。 

１９８０（昭和５５）年、深尾良夫氏、神定健二氏が、上記の知見を踏まえつつ、

１９７４（昭和４９）年から７７（５２）年に発生した６１１の地震を選定し、波

動特性により超高周波、高周波、低周波、超低周波に分類し、日本海溝の軸にほぼ

平行な３つのゾーンに分割できること、日本海溝の内壁直下に、低周波および超低

周波地震がほぼその領域でしか見られない「低周波地震ゾーン」を認めることがで

きることを実証した。 

こうして、日本海溝の海溝軸付近では低周波地震が発生しており、その大きなも

のが津波地震であるとの知見が確立していった。こうした知見は、２００２年「長

期評価」策定の時点で、地震・津波の専門家に広く共有されていた。 

日本海溝寄りの他にも、近代的観測が可能になって以降に発生した１９４６年ア

リューシャン地震、１９９２年ニカラグア地震、１９９４年ジャワ地震、１９９６

年ペルー地震などが「津波地震」とされている。都司嘉宣証人の調査によれば、地

震による津波のうち７％は津波地震によるものである。 

地震計記録や験潮所の津波波形の分析を通じ、１９９０年代には、こうした世界

各地の「津波地震」がいずれも海溝軸近傍のプレート境界において起こっているこ

とが確認された。佐竹健治氏は、津波地震についてのかかる知見の確立に大きく貢

献した専門家の一人である。阿部勝征氏は、近代的観測確立以降の地震津波の基礎

データに基づき、津波マグニチュード（Ｍｔ）の値が、マグニチュード（Ｍ）の値

に比べ０．５以上大きいものを「津波地震」として、津波地震を定量的に定義した。 

第２ 「津波地震は海溝軸近傍のプレート境界で起こる」という知見の確立によ

り、近代的観測以前の歴史資料に記録された地震津波（地震に伴う津波）について
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も、地震の被害がないかあるいは軽微であるのに、津波の被害が甚大であるものに

ついて、海溝寄りに発生した「津波地震」であると評価できるようになった。 

１９９０年代半ばには都司嘉宣らによる歴史資料の検討によって、歴史地震のう

ち、１６１１年慶長三陸地震や１６７７年延宝房総沖地震など、震害についての記

載がないか極めて少ないのに、津波による被害が甚大であったことが記載により明

らかな地震、すなわち「津波地震」と評価すべき地震が明らかになってきた。 

歴史地震についての研究の進展と資料の収集・利用可能性の高まりは、近代的観

測による１００年余りの地震・津波のみに基づく地震の評価と予測から、歴史資料・

歴史地震をも含むより広い地震を対象とした評価と将来予測への途を開いた。 

第３ コンピュータや計算技術の発達により、津波の発生・伝播・陸上遡上の数

値計算（シミュレーション）が可能となった。佐竹健治証人も作成に加わった１９

９７（平成９）年「津波災害予測マニュアル」が指摘するとおり、「電子計算機の大

容量化、高速化が飛躍的に進展し、これらに支えられて広範囲かつ詳細な津波の数

値計算が数多く行われ、今日では±１５％程度の誤差で、遡上した津波の浸水高を

表現できるまでになった」。 

これにより、験潮記録や痕跡高、さらには歴史資料に残された津波の遡上記録や

被害の記録と照らし合わせ、過去の津波の波源域や波源モデルを推定することも可

能になった。 

歴史地震研究と津波数値計算のいずれもが発達することによって、近代的観測に

よる地震・津波と、近代的観測以前の歴史資料に基づく地震・津波の間に、共通点

（地震に比べ津波が異常に大きく、日本海溝寄りで発生していること）を確認する

ことが可能になった。 

以上、３点に整理した「津波地震」についての知見は、相互に関連し支え合うこ

とによって、２００２年「長期評価」の土台となっている。 

（２）専門家の集団的な議論を経て領域分けをし、海溝寄りの津波地震の長期評価

を取りまとめた、２００２年「長期評価」の信頼性が高いこと 
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ア 海溝型分科会での議論の状況と結論 

地震調査委員会長期評価部会の海溝型分科会では、第７回（２００１〔平成１３〕

年１０月２９日）から第１３回（２００２〔平成１４〕年６月１８日）にかけて、

三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について検討した。海溝型分科会

の議論メモから、過去の個々の地震の評価や、将来の地震を長期評価する際の領域

分けについて、具体的な議論が繰り返し行われたことが確認できる。 

イ 「津波地震」の定義と３つの津波地震について 

（ア）２００２年「長期評価」における津波地震の定義 

２００２年「長期評価」は、「津波地震」を、「断層が通常よりゆっくりとずれて、

人が感じる揺れが小さくても、発生する津波の規模が大きくなる地震のことである。

この報告書では、Ｍｔの値がＭの値に比べ０．５以上大きい（阿部、１９９８参照）

か、津波による顕著な災害が記録されているにも係わらず顕著な震害が記録されて

いないものについて津波地震として扱うことにした」と定義している。 

これは、観測数値に基づき区別可能な基準と、観測数値が明らかではない歴史地

震からも津波地震を評価しうる基準を、総合した定義である。 

その上で、２００２年「長期評価」は、過去４００年間に、三陸沖北部から房総

沖の日本海溝寄りの領域において、３つの「津波地震」が発生したと結論している。 

（イ）１８９６年明治三陸地震について 

１８９６年に発生した明治三陸地震は、陸上の揺れ自体は気象庁震度２～３に過

ぎず震害は皆無であったが、一方で、三陸沿岸各地で２万２０００人もの犠牲者を

出し、「津波地震」という専門用語を生み出す大もとになった地震である。 

三陸海岸地方では、地震が感じられてから約３０分の後、岩手県田老で浸水高１

４．５メートル、最も高かった三陸町綾里白浜で浸水高３８．２メートルに達した。 

地震の揺れが小さかったため、三陸海岸付近の住民は津波に襲われるなど思いもよ

らず、大勢が犠牲となった。死者の数だけでいえば、今回の東日本大震災の津波に

よる死者数に匹敵、あるいは上回る規模であった。 
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明治三陸地震は、津波地震あるいは低周波地震であること、日本海溝寄りに波源

があることが明らかになっており、２００２年「長期評価」もこれらの知見を踏ま

えて明治三陸地震を「津波地震」であると結論している。 

（ウ）１６７７年延宝房総沖地震について 

１６７７年に房総沖で起こった地震は、信頼できる歴史資料により、小さな揺れ

であり震害はなかったが、一方で、房総半島を中心にしつつ、北は宮城県仙台市近

くの岩沼でも、津波による犠牲者が多数に上ったことが明らかになっている。 

海溝型分科会の議論では、延宝房総沖地震は日本海溝近くではなく、もっと陸寄

りで起こったのではないかという石橋克彦氏の説についても検討されたが、「津波の

被害が岩沼にでているから、宮城県に及んでいるのは確か」、「津波の範囲は結構広

い。だからあまり陸地に近いと思うのは不自然」との都司証人らの意見が出され、

議論の結果、日本海溝寄りの津波地震であるとの結論に至った。佐竹証人も、海溝

型分科会の結論として、延宝房総沖地震を津波地震とすることに賛成した。 

１６７７年の延宝房総沖地震の津波被害が、福島県沖からさらに宮城県の岩沼ま

で及んだという歴史資料の確かさについては、「長期評価」公表後も都司証人・佐竹

証人・今村文彦氏らによる研究成果等によって確認されている（後述）。 

「福島県沖の日本海溝寄りに津波地震の発生を想定すべきであったか」という本

件の争点との関係において、延宝房総沖地震が津波地震であるという事実は、極め

て重要な意味を持つ。日本海溝の南部の房総沖でも津波地震の発生が確認されれば、

既に津波地震が海溝寄りのプレート境界で発生するとの知見が確立している以上、

（福島県沖を含む）日本海溝の南北を通じ津波地震が発生し得るとの評価を強く基

礎づけることになるからである。  

延宝房総沖地震が津波地震であるとの見解に疑義を示し、これを理由に２００２

年「長期評価」の信頼性が低いとする被告らの主張は、以下の理由により誤りであ

る。   

第１に、２００２年「長期評価」に先立ち、同年２月に公表された土木学会「津
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波評価技術」も、１６７７年延宝房総沖地震は津波地震である、としている。 

第２に、津波地震であるとの評価の妥当性は、２００２年「長期評価」の公表後

により一層明らかになった。以下のとおり確認できる。 

２００５（平成１７）年の中央防災会議・日本海溝等専門調査会の審議の経過お

よび調査会報告書（２００６〔平成１８〕年１月）。 

 佐竹・都司証人及び今村文彦氏らは、１６７７年延宝房総沖地震による千葉県か

ら福島県にかけての痕跡高調査を行い、各地の浸水高さの推定結果と、その結果を

説明できる断層モデルを論文として発表している（２００７（平成１９）年１月）。 

２０１０（平成２２）年１２月７日に開催された土木学会・津波評価部会におい

て、日本海溝の北部では１８９６年明治三陸沖、南部では１６７７年房総沖を参考

に設定するとの方針が確認されており、部会内において異論がなかったこと。 

なお、地震本部が２００９（平成２１）年３月に発行した「日本の地震活動」（第

２版）において、延宝房総沖地震については、津波地震の「可能性が指摘されてい

ます」との記載があるが、この記述は、すでに１９９９（平成１１）年４月１日に

発行された旧版以来の記述が、２００２年「長期評価」の策定後も、編集の怠りに

よってそのまま残されたものに過ぎず、２００２年「長期評価」における延宝房総

沖地震に対する津波地震の評価を積極的に見直し、あるいは否定するために新たに

記載されたものではない。 

（エ）１６１１年慶長三陸地震について 

１６１１年の慶長三陸地震については、信頼できる記録から午前８時～１０時頃

に体感できる地震が発生していること、地震による死者についての記録はないこと、

津波の到達時刻は、現在の岩手県の宮古で午後２時頃であることが分かっている。 

津波の高さについては、岩手県の田老及び山田町で明治三陸地震の津波より高か

ったとされる。また、津波の犠牲者は、三陸地方を中心に、南は現在の福島県相馬

まで及ぶ。人口が希薄な江戸時代初期で、午後２時という比較的助かりやすい時間

帯であったのに、犠牲者が各地で多数に上り、家屋の破壊も甚大であることから、
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高さ・範囲において明治三陸地震を上回る規模の大津波であった。 

これらの歴史記録を踏まえ、海溝型分科会は、相田勇氏の断層モデル（１９７７

年）により、震源域が三陸沖の日本海溝付近にある津波地震であると評価した。 

都司嘉宣氏は２００３（平成１５）年の論文で、１６１１年の慶長三陸津波は大

規模な海底地滑りである可能性が高いと述べているが、２００２年「長期評価」の

「津波地震」の定義は、特定の原因やメカニズムを前提としていないから、同氏の

見解と２００２年「長期評価」の津波地震の定義は相反するものではない。 

２００２年「長期評価」策定当時、堆積物の調査から、震源は三陸沖ではなく千

島沖にあるとの説（佐竹証人もその論者の一人）もあった。しかし、岩手県宮古で

大きな音がしてから３０分ほどで大津波が来たと推察できる歴史資料が残っており、

震源は千島沖とする説と相容れない。伊達藩や南部藩の記録から一番被害が出たこ

とが確認でき、これに一番近いところに震源があったと理解するのが自然である。

２００２（平成１４）年の海溝型分科会は、千島沖説も検討した上で根拠をもって

退けている。佐竹証人らも後にこの説を撤回した。 

２００６（平成１８）年の中央防災会議・日本海溝等専門調査会報告でも、１６

１１年慶長三陸地震の震源が三陸沖の日本海溝寄りの領域であることが再確認され

ている。 

ウ 日本海溝寄りを一体とした２００２年「長期評価」の領域区分の妥当性 

海溝型分科会では、これら３つの津波地震について議論を積み重ねる中で、三陸

沖から房総沖まで日本海溝寄りを一つの領域として区分することが提案され、この

領域内のどこかで明治三陸地震と同様の津波地震が起こる可能性があるとする結論

が支持された。 

海溝型分科会は、日本海溝寄りを陸寄りと区別してひとつの領域とするにあたり、

３つの津波地震の存在に加え、プレート境界の構造についても検討している。陸側

の北米プレートと沈み込む太平洋プレートとの境界面の形状を推定するため、微小

地震の震源分布を確認している。そして、日本海溝から沈み込み始めるプレートの
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沈み込みの角度が大きくなる約７０キロメートルの範囲（普段は微小地震が非常に

少ない）を、地震の揺れに比して巨大な津波を生み出す「津波地震」が発生する領

域として、プレート境界の陸寄りと区別される一つの領域とした。 

例えば佐竹証人は、三陸沖を例に海溝近傍のプレート境界は非地震域と呼ばれ微

小地震は殆ど発生していないが津波地震が発生すると述べており（２００３年論文）、

微小地震の起こり方に日本海溝寄りの南北で本質的な違いはない。 

前述のとおり、日本海溝の海溝軸付近では低周波地震が発生しており、その大き

なものが津波地震であるとの知見は、２００２年「長期評価」策定の時点で、地震・

津波の専門家に広く共有されていた。深尾・神定論文そのものは、２００２年「長

期評価」に引用ないし参考文献としてあげられていないが、低周波地震と津波地震

についての従来の知見を集約した専門書（１９９８年、渡辺偉夫「日本被害津波総

覧（第２版）」）は引用されている。 

例えば２００３（平成１５）年の松澤・内田論文も、低周波地震は三陸沖と福島・

茨城県沖に多く宮城県沖には少なく、福島県沖～茨城県沖にかけての領域において

も大規模な低周波地震が発生する可能性があると述べており、低周波地震の起こり

方に日本海溝寄りの南北で本質的な違いはない。 

以上、①日本海溝付近のプレート境界は陸寄りのプレート境界と異なり微小地震

が殆ど発生していない非地震域であり、②低周波地震・超低周波地震（津波地震は

その大規模なものである）はプレート境界の陸寄りでは見られず日本海溝付近で発

生しており、③日本海溝寄りにおける微小地震や低周波地震の起こり方には、陸寄

りと区別される共通性があることから、２００２年「長期評価」が、三陸沖北部か

ら房総沖にかけての日本海溝寄り全体を陸寄りと区別して一つの領域にまとめたの

は地震学的に見てごく妥当である。 

２００２年「長期評価」策定直前の第６７回長期評価部会で、日本海溝寄りの津

波地震を４００年で３回と割り切ったことに問題が残るなどの意見があり、２００

２年「長期評価」を了承した後の第１０１回地震調査委員会で、海溝寄りをいくつ
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かに区分すべきとの意見があったが、いずれも出席者個人の感想であり、２００２

年「長期評価」は了承され確定・公表されている。 

２００２年「長期評価」の領域分けは、その後、２００４（平成１６）年および

２００８（平成２０）年における土木学会のアンケート、２００６（平成１８）年

の「確率論的津波ハザード解析の方法（案）」（いわゆるマイアミ論文）、２００９（平

成２１）年の長期評価（改訂）等においても受け入れられ、地震学者の間において

広く定着していった。 

エ 海溝寄り領域での津波地震についての「長期評価」の結論 

イで詳述した３つの「津波地震」の評価及びウで述べた日本海溝寄りを陸寄りと区

別した領域分けの考え方に基づき、２００２年「長期評価」は、日本海溝寄りの領

域における過去の地震について、以下のように結論づけている。  

「日本海溝付近のプレート間で発生したＭ８クラスの地震は１７世紀以降では、

１６１１年の三陸沖、１６７７年１１月の房総沖、明治三陸地震と称される１８９

６年の三陸沖（中部海溝寄り）が知られており、津波等により大きな被害をもたら

した。よって、三陸沖北部～房総沖全体では同様の地震が約４００年に３回発生し

ているとすると、１３３年に１回程度、Ｍ８クラスの地震が起こったと考えられる。

これらの地震は、同じ場所で繰り返し発生しているとは言いがたいため、固有地震

としては扱わなかった。」 

「過去の同様の地震の発生例は少なく、このタイプの地震が特定の三陸沖にのみ

発生する固有地震であるとは断定できない。そこで、同じ構造をもつプレート境界

の海溝付近に、同様に発生する可能性があるとし、場所は特定できないとした」 

さらに２００２年「長期評価」は、日本海溝寄りの領域における将来の地震の評

価について、以下のように結論付けた。 

「（２）三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震） 

Ｍ８クラスのプレート間の大地震は、過去４００年間に３回発生していることから、

この領域全体では約１３３年に１回の割合でこのような大地震が発生すると推定さ
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れる。ポアソン過程により（発生確率等は表４－２に示す）、今後３０年以内の発生

確率は２０％程度、今後５０年以内の発生確率は３０％程度と推定される。」 

これらの結論は、島崎・都司・佐竹証人を含め、海溝型分科会に集まった第一線

の地震・津波の専門家による充実した議論を経て、最終的な結論として示された。 

（３）「長期評価」の信頼性を減じようとする被告らの主張について 

ア 過去の資料が少ない福島県沖海溝寄りに津波地震が発生した記録がないとの被

告らの主張について 

被告らは、過去の資料が少ないこと、福島県沖の日本海溝寄りに津波地震が発生

した記録がないことを根拠に、２００２年「長期評価」に基づき福島県沖日本海溝

寄りに津波地震を想定しなかったことは正当であると主張する。 

しかし、第１に、そもそも地震・津波の長い歴史に比して、現在我々が把握して

いる地震・津波は、近代的観測に基づくものは１００年余りに過ぎない。また、歴

史記録に基づくものに拡げても、８６９年の貞観地震・津波についての「日本三代

実録」などの例外を除けば、東北地方を含む東日本においては、せいぜい江戸時代

以降の４００年あまりの限られた期間のものに過ぎない（都司第１調書５～７項）。   

従って、たとえば福島県沖で過去に津波地震の記録がないからといって、福島県

沖で過去に津波地震が起こったことはないと断言することはできない。現在の地震

学・津波学が把握していない、長い繰り返し期間（間隔）で津波地震が発生してい

る可能性や、歴史記録の制約によりそれらを見逃している可能性を否定できないか

らである。 

２００２年「長期評価」は、過去の把握には常に制約が伴うことを考慮に入れ、

空間軸を広くとって統計的な検討を加えた上で、将来の地震を予測している。これ

は、２００２（平成１４）年の土木学会「津波評価技術」が、過去に起こった地震

を全て把握しているという前提に立って、既往地震・津波のみに基づいて将来の津

波を設定したのと極めて対照的である。 

既往最大の地震に限定せずに将来の地震・津波を予測するという考え方は、２０
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０２年「長期評価」以前にも、１９９７（平成９）年に取りまとめられ翌１９９８

（平成１０）年３月に公表された「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査」（４省

庁報告書）および「地域防災計画における津波対策強化の手引き」（７省庁手引き）

で示されている。しかし、被告東京電力は、各原子力発電所において抜本的な津波

対策を迫られることを嫌い、結局は、現在把握されている既往最大の地震・津波に

よって将来起こり得る最大規模の地震津波の上限を画することができるという旧来

の考え方に拘泥した。この考え方が２００２年「津波評価技術」にも持ち込まれた。 

電気事業者らが主導する土木学会・津波評価部会事務局の「５００年と１万年と

ではそれほど変わらないと思う」という見解も、当時の知見に照らし何ら根拠のな

いものであった。 

以上、過去に福島県沖の日本海溝寄りに津波地震の記録がないことをもって、２

００２年「長期評価」の信頼性やそれに基づく対応の必要を否定しようとする被告

らの主張の誤りは明白である。 

イ 福島県沖海溝寄りで発生する積極的・具体的根拠が述べられていないとの被告

らの主張について 

２００２年「長期評価」が結論したとおり、過去に北では明治三陸地震と慶長三

陸地震の２つの津波地震が発生し、南では延宝房総沖という津波地震が発生してい

るところ、日本海溝の南北を通じて、太平洋プレートが陸寄りのプレート境界の下

に同様の速度で沈み込み続け、かつ、プレート境界の形状も共通するという同じ構

造をもつことからすれば、日本海溝寄りの南部と北部で津波地震が現に起きている

以上、その中間にある福島県沖海溝寄りの領域を含めて、津波地震はどこでも発生

しうると考えるのが自然である。  

被告らの主張は、４００年あるいは５００年程度の限られた期間において、起こ

りうる地震は起こっておりかつそれを認識できているという誤った前提に立つもの

であって、なぜ福島県沖海溝寄りでだけ
．．

津波地震が起こらないか、積極的・具体的

根拠を示していない。 
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ウ 北部と南部の地形・地質・地震活動の違いを理由に南部では津波地震が起こら

ないとする被告らの主張の誤りについて 

被告国は、日本海溝寄りの北部と南部では地形・地質の違い（堆積物の沈み込み

方等）、地震活動の違い（微小地震や低周波地震の起こり方）があると主張するが、 

微小地震や低周波地震の起こり方について、三陸沖北部から南部の日本海溝寄り全

体について陸寄りとは区別される共通性があることは、既に詳述したとおりである。 

日本海溝寄りの北部ではプレート境界に堆積物がくさび型に沈み込んでいるの

に対し、南部では一様に堆積物が沈み込んでいることから、「プレート境界地震の発

生の地域差を説明できる可能性」、つまり北部では津波地震が起こり南部では起こら

ないという「可能性」を述べる鶴氏らの論文は、、１６７７年に延宝房総沖地震とい

う日本海溝寄りの津波地震が現に発生しているという客観的事実を説明できないと

いう点で、およそ採用しえない仮説であった。なお、鶴氏らの見解は、東北地方太

平洋沖地震の発生により、現在ではその誤りが明らかになっている。 

日本海溝寄りの領域は、その南北を通じて、プレート境界の形状が同様であり、

かつ、微小地震や低周波地震の起こり方についても、陸寄りの領域とは異なる共通

性があることは明白であること、さらには、堆積物の沈み込み方の南北での差異に

ついての仮説は１６７７年に発生した延宝房総沖津波地震を説明できず採りえない

ことから、被告国の主張に根拠がないことは明らかである。 

エ 津波地震のメカニズムが未解明だったとの主張について 

前述のとおり、２００２年「長期評価」策定の時点で、津波地震は海溝寄りのプ

レート境界において起こるということ自体は、すでに確立した知見であった。 

そして、日本海溝付近では太平洋プレートがほぼ水平に近い角度で陸側北米プレ

ート下に沈み込み始め、陸に向かうにつれてその勾配が大きくなること、この沈み

込みによって陸側北米プレートが東から西へ押しこまれるという基本的な構造があ

り、この点で北部から南部にかけて特に違いがない。そして、過去４００年の間に

日本海溝付近の南北で３つの津波地震が発生している。  
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これらの知見が出揃っている以上、海溝型分科会において、津波地震がプレート

境界の日本海溝寄りのどこでも起こり得ると判断する十分な根拠があった。 

被告らの、津波地震のメカニズムが未解明であったとの主張は、津波防護対策を

先送りにするものである。 

オ 「比較沈み込み学」により日本海溝南部では大きな地震は起きないと考えられ

ていた、との被告国の主張について 

１９７０年代から、世界各地のプレートの沈み込み帯を比較し、その特徴から地

震の起こり方等を推定する「比較沈み込み学」が日本で始まり、１９８０年頃から

は、沈み込む海洋プレートの年代が若い沈み込み帯でマグニチュード９級の巨大地

震が起こるが、年代の古い沈み込み帯では巨大地震は起こりにくいという説が有力

となっていた。 

被告国は、本件訴訟において、当初「比較沈み込み学」を根拠に、福島県沖にお

いては巨大地震が発生するとは考えられていなかったと主張したが、そもそも「比

較沈み込み学」で論じている巨大地震は、日本海溝の海溝寄りの領域ではなく、プ

レート境界面のより奥の陸寄りの領域におけるＭ８クラスの典型的なプレート境界

型地震をいうのであり、津波地震が起こり得る日本海溝寄りの領域とは区別される。 

被告国も、その後「津波地震が比較沈み込み学の検討対象となる地震から除外さ

れることに異を唱えるものではない」と述べるに至り、この議論は決着した。 

（４）２００２年「長期評価」の「信頼度」について 

２００３（平成１５）年３月に作成された「プレートの沈み込みに伴う大地震に

関する『長期評価』の信頼度について」において、「発生領域の評価の信頼度」や「発

生確率の評価の信頼度」は「Ｃ（やや低い）」とされている。 

しかし、第１に、「信頼度について」の「発生領域の信頼度」が「Ｃ（やや低い）」

とされていることの意味は、その領域内のどこかで地震が起こることは確実に分か

っているが、その領域内のどこで起きるかが分からないということであって、その

領域内で起こらないということを意味しない。 
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第２に、発生確率の信頼度が「Ｃ（やや低い）」とされているのは、明治三陸地

震の震源域の位置が南北については厳密に定まらないことによるものである。仮に、

同地震の位置が厳密に確定されているなら、それより南側での津波地震の発生確率

はより高くなるのであって、津波地震が起きない、あるいは起きるかどうか曖昧で

あるということを意味するものではない。 

第３に、地震の規模の評価の信頼度が「Ａ（高い）」とされている。その意味は、

想定地震と同様な地震が３回以上発生し、過去の地震から想定規模を推定でき、地

震データの数が比較的多く、規模の信頼度は高いということである 

「発生場所」「発生確率」の評価「Ｃ（やや低い）」の意味を正解せず、他方で「発

生規模」の評価「Ａ（高い）」については無視することにより、２００２年「長期評

価」の信頼度を低めようとする被告らの主張は恣意的で誤りである。 

２００２年「長期評価」は、通常の市民生活や経済活動一般を対象とした防災対

策（「一般防災」）に活用されることを予定した地震調査研究推進本部の判断である

ところ、被告らに問われているのは、万が一にも過酷事故を起こしてはならない原

子力発電所における津波に対する防護措置の確保である。従って、「発生場所」や「発

生確率」が「Ｃ（やや低い）」ことは、そもそも、２００２年「長期評価」に基づく

津波対策やその前提となる調査（津波試算や原子力発電所の重要施設・重要機器へ

の影響の調査等）を怠ることを正当化する理由にはなり得ない。 

（原告ら準備書面（４０）１７頁～６２頁、最終準備書面（第２分冊）１１２頁～

１６４頁） 

４ ２００２年「長期評価」公表以降にもその信頼性が確認されたこと 

（１）２００２年「長期評価」が示した「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域

内のどこでもＭ８クラスのプレート間の大地震（津波地震）が発生する可能性があ

る」との地震・津波想定の信頼性は、その後さらに確認されている。 

（２）２００２年「長期評価」の地震想定がその後の改訂を通じても確認・維持さ

れたこと 
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２００２（平成１４）年の公表後も、引き続き、再検討及び改訂の作業が繰り返

されてきたが、上記の２００２年「長期評価」の津波地震の想定についての判断は、

その後の再検討においても変更されることなく維持され、再確認されてきた。 

２００９（平成２１）年から改訂作業が進められており、地震調査委員会長期評

価部会の会合が２００９（平成２１）年６月から本件地震前まで１９回開かれ、約

２０人の専門家が議論に参加したが、津波地震に対する否定的な意見は出されず、

見直しがなされないどころか見直しのために複数の見解が提起された形跡もない。 

地震本部の長期評価部会は、２００９（平成２１）年３月に、２００２年「長期

評価」について一部改訂したが、改訂に際しても、日本海溝寄りを陸寄りと区別さ

れる一つの領域とした上で、同領域で３つの津波地震が発生したと過去の地震を整

理し、将来の地震の予測を行っており、２００２年「長期評価」における評価を変

えていない。 

さらに、長期評価部会は、２０１１（平成２３）年１１月に、東北地方太平洋沖

地震の発生を踏まえて、２００２年「長期評価」の改訂版として、「三陸沖から房総

沖にかけての地震活動の長期評価（第二版）」を公表したが、その内容は、東北地方

太平洋沖地震が津波地震の要素を含むものであることから、従前の３つの津波地震

にこれを付加して評価するというものであり、３つの津波地震が発生したとの評価

は、何ら変更されていない。 

（３）土木学会・津波評価部会における「長期評価」を踏まえた議論の進展 

土木学会・津波評価部会は第４期（２００９〔平成２１〕年１１月２４日以降）

において、決定論的手法に基づく波源モデルの見直しを行った。 

被告東京電力が、本件地震の４日前の２０１１（平成２３）年３月７日に、原子

力安全・保安院に対して提出した、「福島第一・第二原子力発電所の津波評価につい

て」と題する書面で、３つの重要な推定結果を報告している。 

第１に、「地震調査研究推進本部の見解（２００２）」である「三陸沖北部から房

総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震）」について「１８９６年の『明治三
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陸地震』についてのモデルを参考にし、同様の地震は三陸沖北部から房総沖の海溝

寄りの領域内のどこでも発生する可能性があると考え」、明治三陸地震の波源モデル

を福島県沖に想定した「『１８９６年』明治三陸沖で評価した」推計である（以下「２

００８年推計」ともいう。）。推計結果は、福島第一原子力発電所の敷地南側でＯ.

Ｐ.＋１５．７メートル、４号機の立地点では同２．６メートルの浸水高となり、主

要建屋敷地高さＯ.Ｐ.＋１０メートルを大幅に超過することが報告されている。 

この推計は、被告東京電力が２００８（平成２０）年３月１８日に関連会社であ

る東電設計株式会社から報告を受けたものである。原告らは過失の争点に関する重

要資料として繰り返し開示を求め、裁判所も文書送付嘱託を決定したにもかかわら

ず、被告東京電力は提出を拒み続けた。そのため、原告らにおいて、東京地方裁判

所に係属する株主代表訴訟に提出されたものを入手し、本訴訟に提出したものであ

る。 

第２に、８６９年貞観地震に関して、石巻平野、仙台平野及び福島県における津

波堆積物を再現する断層モデルのうち、再現性の高い断層モデルを用いて福島第一

原子力発電所に到達する津波高さを推計した結果である。これによれば、福島第一

原子力発電所においては、Ｏ.Ｐ.＋８．７～９．２メートルの浸水高となる。さら

に、「仮に土木学会の断層モデルが採用された場合、不確実性の考慮（パラメータス

タディ）のため、２～３割程度、津波水位が大きくなる可能性」がある（報告書）。 

こうした可能性を考慮すれば、８６９年貞観地震の知見は、福島第一原子力発電

所において主要建屋敷地高さＯ.Ｐ.＋１０メートルを大幅に超過する津波の襲来が

あり得ることを示している。 

第３に、報告には、土木学会・津波評価部会で、「三陸沖北部から房総沖の海溝

寄りのプレート間大地震（津波地震）」につき、「北部では『１８９６年明治三陸沖』、

南部では『１６７７年房総沖』を参考に設定」することを、「２０１０．１２．７ 津

波評価部会にて確認」し、部会内において異論がなかったことが示されている。 

そして、延宝房総沖地震の波源モデルを福島県沖の日本海溝寄りに設定した場合
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の津波水位の推計結果（２００８〔平成２０〕年８月２２日、東電設計による計算

結果）として、福島第一原子力発電所の敷地南部でＯ．Ｐ．＋１３．６メートルと

なることが報告されており、同発電所の主要建屋敷地が同様の津波によって浸水す

る可能性があることが示されている。 

２００２年「津波評価技術」においては、将来の波源の設定を既往地震の範囲に

限定するとしていた土木学会・津波評価部会自身が、決定論に基づき津波想定の見

直しを行った結果、（１８９６年明治三陸地震か１６７７年延宝房総沖地震かの違い

はあれ）福島県沖日本海溝寄りに津波地震を想定するという２００２年「長期評価」

の考え方を受け入れざるを得なくなったことは、極めて重要な事実である。 

（原告ら準備書面（４０）６２頁～７０頁、最終準備書面（第２分冊）１６４頁～

１７２頁） 

５ ２００２年「長期評価」の高度の信頼性についての総括 

以上に詳述したとおり、２００２年「長期評価」は、第１に、阪神淡路大震災の

反省を踏まえて設置された被告国の機関である地震本部において、地震調査委員

会・海溝型分科会に招集された第一線の地震・津波の研究者が議論を尽くし、最終

的な結論として示された、日本海溝沿いにおける過去の地震の評価および将来の地

震の予測についての、被告国自身による法令に基礎を置く公的な判断であった。 

第２に、２００２年「長期評価」の内容および結論（日本海溝寄りと陸寄りを領

域分けした上で、海溝寄りにおいて過去に３つの津波地震が発生したこと、将来に

おいてこの海溝寄りのどこでも同様の津波地震が発生しうると評価したこと）は、

当時の地震・津波学の最新の知見を踏まえた、高度の信頼性を有するものであった。 

第３に、２００２年「長期評価」の高度の信頼性は、その公表後にも維持・再確

認され、土木学会・津波評価部会においても、日本海溝寄りにおいては、福島県沖

を含む南部の領域を含めて、津波地震を想定すべきとの見解が支持されるに至った。 

２００２年「長期評価」の日本海溝寄りの津波地震の評価と予測は、２００２（平

成１４）年７月の発表と同時に報道機関を通じて広く社会的にも周知され（２００
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２年８月１日付朝日新聞）、通常の市民生活・経済活動一般を対象とした防災対策（一

般防災）に活かされることが期待されていた。 

万が一にも重大事故を起こしてはならない原子炉施設の地震・津波に対する防護

対策（原子力防災）においては、一般防災にも増して２００２年「長期評価」の知

見を重視し、速やかに原子炉施設の地震・津波に対する防護対策に反映させるべき

であったことはいうまでもない。 

（原告ら準備書面（４０）８１頁～８３頁、最終準備書面（第２分冊）１７２頁～

１７３頁） 

６ 「長期評価」による推計で２ｍ程度の浸水深となることが示されたこと 

（１）２００８年推計は２００２年「長期評価」公表直後から可能であったこと 

前述の被告東京電力による２００８年の津波浸水予測計算においては、どのよう

な波源モデルをどこに設定するかについては、２００２年「長期評価」に基づき１

８９６年明治三陸地震の波源モデルを福島県沖の日本海溝寄りに設定し、具体的な

推計計算に当たっては２００２年「津波評価技術」による計算手法を用いて、各号

機における津波高さを算出している。 

これに先立ち、被告東京電力は、「津波評価技術」が公表された２００２（平成

１４）年の３月の段階で、既に「津波評価技術」に基づいて福島第一原子力発電所

の各号機における津波水位を高い精度で計算している（以下「２００２年推計」と

もいう。）。 

したがって、２００２年「長期評価」の地震想定と、「津波評価技術」の計算手

法の２つを組み合わせて、福島県沖の日本海溝寄りに明治三陸地震の波源モデルを

想定して福島第一原子力発電所における具体的な津波高さを計算することは、２０

０２（平成１４）年７月に２００２年「長期評価」が公表されて以降、直ちに可能

であった。 

 被告東京電力は、電気事業連合会の中核をなす企業であり、土木学会に対して、

津波浸水予測計算の手法をまとめる「津波評価技術」の作成を依頼した主体として、
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「津波評価技術」の内容を熟知していた。また、「津波評価技術」自体が７省庁手引

きの示す地震・津波想定を受けて電気事業連合会を挙げて対応したことによる所産

であったことからも、被告東京電力が被告国の示す地震・津波想定について極めて

重大な関心を払っていたことは明らかである。被告東京電力の津波想定の担当者は

２００２年「長期評価」の公表の１週間後には、地震本部・海溝型分科会の委員に

対して、「（土木学会と）異なる見解が示されたことから若干困惑しております」と

連絡しており、２００２年「長期評価」の持つ意味の重大性を十分に認識していた。 

 被告国は、本件訴訟において、土木学会「津波評価技術」について、２００２（平

成１４）年から本件地震発生に至るまでの間において、被告国が把握していた限り、

津波の波源設定から敷地に到達する津波高さの算定までにわたる津波評価を体系化

した唯一のものであると主張しており、当然その内容を熟知していた。また、被告

国は、「津波評価技術」公表の直後に被告東京電力から塩屋崎沖地震を想定した２０

０２年推計の報告を受け確認しているところ、この確認の約４ヶ月後に、塩屋崎沖

地震の想定では不十分であることを示す２００２年「長期評価」が公表されたので

あるから、その重大性を十分に認識していた。 

被告国（原子力安全・保安院）が自ら２００２年「長期評価」の知見を踏まえた

津波浸水予測計算を実施するか、又は、被告東京電力に対して２００２年「長期評

価」の地震想定を前提に津波浸水予測計算の再検討を指示するのは極めて容易であ

った。こうした津波浸水予測計算が実施されていれば、２００２（平成１４）年の

時点において、福島第一原子力発電所において、２００８年推計が示すとおり、主

要建屋敷地高さを大きく超える津波の襲来の可能性があることは容易に把握できた。 

（２）２００２年には可能な推計によって２ｍの浸水深となることが示されたこと 

２００８年推計の示す津波の遡上態様は福島第一原子力発電所敷地南側でＯ．Ｐ．

＋１５．７メートルに及び、１～４号機立地点においても浸水深１～２.６メートル

程度に達している。 

地震空白域があり、そこの地震がどういう地震かということを想定する場合に、
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その地域と同じような地質学的・地学的な条件にあるところで起きた地震の断層モ

デルを、まだ起きていない空白域に移動させて計算することは、地震学ではごく常

識的な手法である。１８９６年の明治三陸地震の断層モデルは、既に２００２（平

成１４）年２月の「津波評価技術」で示されている。この断層モデルを使って、２

００８年推計のとおり福島県沖の日本海溝寄りに波源を設定して計算することは、

２００２（平成１４）年当時、極めて常識的かつ容易な方法であった。 

被告東京電力にとっても、被告国にとっても、２００２（平成１４）年時点にお

いて、２００８年推計と同様の、福島第一原子力発電所の主要建屋敷地高さ（Ｏ.

Ｐ.＋１０メートル）を大きく超え、１号機から４号機の立地点において、約２メー

トル程度の浸水深をもたらす津波の襲来があり得ることは容易に予見可能であった。 

（３）２００２年時点の推計も２００８年推計と同程度の信頼性があること 

被告東京電力は、２００２（平成１４）年当時から、「津波評価技術」に基づい

て各号機ごとに津波高さ、浸水深を算出している。２００２年推計の推計結果は、

被告東京電力において、原子炉施設の津波防護対策の基礎とするに足りるものと評

価され、現に具体的な津波防護対策が講じられている。２００２年推計の結果は、

被告東京電力から原子力安全・保安院にも報告され、その確認を受けている。つま

り、被告国も２００２年推計結果について信頼性があることを確認している。 

そして、２００２年推計と２００８年推計は、いずれも、①推計手法として全面

的に「津波評価技術」に準拠していること、②最新の海底地形等を基に計算されて

いること、③波源モデル自体についても「津波評価技術」が設定した明治三陸地震

等の波源モデルに準拠して推計を行っていること、④「津波評価技術」の求める位

置等のパラメータスタディを実施して最大の津波高さになる推計値を採用している

こと、において全く共通である。 

両者が異なるのは、２００２年推計が「津波評価技術」の考え方に基づいて、既

往最大の地震を過去に発生した領域にのみ想定したが、２００８年推計においては、

２００２年「長期評価」の考え方に基づいて、波源モデルを想定する領域を、福島
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県沖を含む日本海溝南部も含め広く設定したことに尽きる。そして、この点が福島

第一原子力発電所に襲来し得る津波高さに決定的な影響を与える要因となっている。 

２００２年推計も、厳密には過去の地震が実際に発生した場所とは異なる海底地

形等を考慮して推計している。従って、２００８年推計が明治三陸沖の断層モデル

を福島沖に震源域を移動させ、三陸沖と異なる海底地形等により推計計算している

からといって、精度や信頼性が２００２年推計より低いことにはならない。 

海底地形等のデータは２００２（平成１４）年当時と２００８（平成２０）年当

時では変わっているが、前述のとおり、２００２年推計の結果は、十分な精度と信

頼性を持つものとして、現に被告東京電力によってその推計に基づいて津波防護対

策が実施され、かつその結果が被告国に報告され確認を経ているのであるから、海

底地形等のデータの差異が推計結果の信頼性を損なうものでないことは明らかであ

る。 

（原告ら準備書面（４１）７２頁～８２頁、最終準備書面（第２分冊）１７３頁～

１８６頁） 

７ 敷地高さを超える津波の予見可能性を否定する被告らの主張について 

 被告らは、福島第一原子力発電所の主要建屋敷地高さ（Ｏ．Ｐ．+１０メートル）

を超える津波の予見可能性が認められなかったことの理由として、 

（１）「津波評価技術」に基づく津波想定に合理性があったこと、 

（２）２００２年「長期評価」の信頼性について、すでに論じた点の他に、 

①中央防災会議の日本海溝・千島海溝等周辺海溝型地震に関する専門調査会におい

ても２００２年「長期評価」の考えが採用されなかったこと、 

②耐震設計審査指針改訂に伴う耐震バックチェックの評価に当たった総合資源エネ

ルギー調査会の合同ワーキンググループにおいても２００２年「長期評価」に基づ

く検討が要求されなかったこと、 

③２００８（平成２０）年度に土木学会津波評価部会が行ったアンケートの結果に

よっても、福島県沖の津波地震に関する２００２年「長期評価」の考え方が科学的
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知見として確立していないものであったことが分かること、 

④原告らの主張が本件津波の経験を踏まえた「後知恵」の知見に過ぎないこと 

⑤多数の専門家の意見によっても２００２年「長期評価」は科学的根拠が不十分で

未成熟な知見に過ぎなかったことが示されていること、 

を挙げている。 

（１）の「津波評価技術」については後述「８」で、（２）の２００２年「長期

評価」の信頼性については後述「９」から「１３」で、それぞれ原告らの主張を整

理する。 

（原告ら最終準備書面（第２分冊）１８６頁～１８８頁） 

８「津波評価技術」に基づく津波想定に合理性があるとして「長期評価」に基づく

地震想定を考慮しなかったことを正当化する被告らの主張に理由がないこと 

（１）「波源モデルの設定」と「推計手法の精度」の双方について最新の知見を踏ま

える必要があること 

津波浸水予測計算は、海底地殻変動計算と津波伝播計算の２段階に分けられる。

海底地殻変動計算においては、海底の地殻変動が瞬間的に生じると仮定しかつ津波

初期波形は海底の地殻変動と等しいとみなして波源モデルが設定される。 

 こうした津波浸水予測計算の手法は、２００２年「津波評価技術」によって初め

て開発されたものではない。１９９８（平成１０）年の「地域防災計画における津

波対策強化の手引き」（「７省庁手引き」）の別冊「津波災害予測マニュアル」（国土

庁ほかによる１９９７〔平成９〕年３月）において、既に、その当時における最新

の知見を踏まえて、津波浸水予測計算の手法が取りまとめられていた。 

津波の規模を決定する最大の要素が、どこにどのような津波の波源を置くかにあ

ることは争いがない。問題は、２００２年「津波評価技術」が、津波浸水予測計算

において決定的に重要な意味を持つ、地震断層モデル（波源モデル）の設定につい

て、原子炉施設に求められる高度の安全性を確保する観点からみて、安全性を十分

に担保するだけの適切な想定を行っていたか否かである。 
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結論を言えば、「津波評価技術」は、津波浸水予測計算の出発点としてその計算

結果を大きく左右する「波源モデルの設定」について、「既往最大の地震・津波」を

想定すれば足りるという旧来の考え方に留まっており、既に１９９８（平成１０）

年の７省庁手引きにおいて一般防災を前提としても採り入れられていた「地震学の

最新の知見に基づいて想定し得る最大規模の地震・津波」（以下、「想定し得る最大

規模の地震・津波」という。）をも想定するという考え方に基づく検討を行っていな

い。「津波評価技術」が、一般防災に比して高度な安全性が求められる原子力防災に

おける指針を示したものであることからすれば、極めて不十分なものである。 

そもそも２００２年「津波評価技術」は、電気事業連合会が土木学会に津波浸水

予測計算の「誤差・バラツキに対し計算手法の精度を改善する」ことを委託して作

成されたものであり、どこにどのような地震を想定するかという波源モデルの設定

は「津波評価技術」の目的に含まれていなかった。このことを明らかにするために、

以下、７省庁手引きによって「想定し得る最大規模の地震・津波」をも想定すべき

との考え方が示されたことに対して、被告東京電力を中心とする電気事業連合会及

び規制当局（通商産業省・当時）の対応を時系列で整理する。 

（２）７省庁手引きが想定し得る最大規模の地震・津波を考慮すべきとしたこと 

わが国の原子力発電所の設置の黎明期に採用された考え方は、「既往最大の津波」

を参考にするというものであり、福島第一原子力発電所も、その建設の直前に観測

されていた遠地津波であるチリ沖津波を参考に、想定津波をＯ.Ｐ.＋３．１メート

ルとして設置されていた。 

しかし、その後、地震学の知見は大きく進展し、１９９７（平成９）年の「地域

防災計画における津波対策強化の手引き」（７省庁手引き）は、「想定し得る最大規

模の地震・津波」をも想定すべきであるという考え方を採用している。 

（３）７省庁手引きの地震・津波想定に対して電事連が修正を要望したものの、そ

れが容れられず「想定し得る最大規模の地震・津波」の想定が維持されたこと 

７省庁手引き等の策定が進められている過程において、被告東京電力を含む電気
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事業連合会は、通商産業省（当時）を通じて報告書の草稿（ドラフト版）を入手し、

修正意見を提出した（被告国から提出された「『太平洋沿岸部地震津波防災計画手法

調査』への対応について」。以下「対応について」という。）。 

その内容は、 

ア 「想定し得る最大規模の津波」の考慮の必要性については、敢えて、「想定する

ことが妥当であると考えられる場合」及び「必要に応じて」などの限定を付し、

かつ将来に向けての「検討・調整」の対象に留める、 

イ ７省庁手引き原案が、「対象津波の設定」について、「想定し得る最大規模の津

波」と既往最大津波の比較検討を行った上で、「常に安全側の発想から沿岸津波

水位のより大きい方を対象津波として設定するものとする。」としていることに

対しては「対象津波を設定することが望ましい。」と修正する、 

ウ 特に、日本海溝沿いのプレート間地震について、４省庁報告書・７省庁手引き

原案が、「想定地震の発生位置は既往地震を含め太平洋沿岸を網羅する
．．．．．．．．．．

ように設

定する」とし、既往地震の発生位置に限定していないことにつき、「プレート境

界型の地震津波が繰り返し発生している地域では、資料が十分に蓄積されてお

り・・・過去に限界規模の地震津波が起きていると考えることもできる」、「太平

洋側に関しては、プレート間の相対速度が大きく、歴史期間の長さからみて、大
．

地震が発生する場所では既に大地震が発生している
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

可能性が高いと考えられる。

歴史的に大地震が発生していない場所では、プレート間のカップリングの性質に

より大地震が起こらない場所になっている
．．．．．．．．．．．．．．．．．

可能性が高い。特別に大地震の発生の

可能性が指摘されている場合を除いて、歴史的に大地震が発生していない場所に
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

まで想定地震を設定する必要はない
．．．．．．．．．．．．．．．．

と考えられる」として、「これまでに大地震

が発生している場所及びその近傍に設定することを基本とする」と修正する、 

ことを求めている。 

しかし、電気事業連合会の修正要求に対しても、４省庁報告書・７省庁手引きの

考え方は修正されず、１９９８（平成１０）年３月に公表されるに至った。 
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（４）電気事業連合会が「電事連ペーパー」により「想定し得る最大規模の地震・

津波」の想定及び推計の誤差・バラツキの問題への対応を定めたこと 

１９９７（平成９）年９月には読売新聞が「４省庁報告書」の作成とその内容を

紹介する記事を掲載した。電気事業連合会は、７省庁手引き等が求める津波対策に

対する原子力事業者としての統一的な対応を確定する必要に迫られた。 

電気事業連合会は、同年１０月１５日に、７省庁手引き等に対する原子力事業者

としての統一的な対応方針を定めた「７省庁津波に対する問題点及び今後の対応方

針」（以下「電事連ペーパー」という。）を確定し、これを通商産業省に提出した。 

 電事連ペーパーは、７省庁手引き等と原子力事業者の考え方との相違点を、①「対

象とする津波の想定」と②「津波推計における誤差」の２つの問題に整理している。 

その上で、第１の「対象とする津波の想定」の問題については、歴史記録に残っ

ている既往最大に対する対応のみでは不十分であることを認め、「地体構造的見地か

ら想定される最大規模の地震津波」についても考慮することを認めている。被告東

京電力は、４省庁報告書において示された「想定し得る最大規模の地震」を検討し、

「既往地震を含めて太平洋沿岸を網羅するように設定する」という波源モデル設定

の考え方に沿って、実際に津波浸水予測計算を実施している。（１９９８（平成１０）

年３月「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査に対する発電所の安全性につい

て」）。この点は、２００２年「津波評価技術」の公表後において、被告東京電力及

び原子力安全・保安院が福島県沖の日本海溝沿いにおいて津波地震を考慮すること

を否定する対応をとったことと対照的である。 

なお、電気事業連合会と通商産業省は、７省庁手引き等に対する対応について、

情報の入手についての便宜から、７省庁手引き等に基づく津波推計結果の報告など

を含めて、緊密に連絡を取りあっていた。電事連ペーパーは、通商産業省と緊密な

連絡の下で作成されており、原子炉の津波に対する安全性の確保については、原子

炉等規制法等による規制的な措置は行わず、あくまで原子力事業者の「自主的」な

対応に委ねることが合意されたことが示されている。 
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第２の問題である「津波推計に際しての誤差」について、被告東京電力ら電気事

業連合会はさらに、①計算誤差と、②断層パラメータのバラツキに区分した上で、

➀計算誤差については、すでに詳細で十分な精度で予測しているとして、追加的な

対応は不要としている。②については、最大規模の地震津波を想定した上で更に（断

層パラメータの）バラツキを考慮することは、発生の可能性は小さく工学的には現

実的ではないとして、対応は不要という考え方を示している。 

 電気事業連合会は、上記の考え方に対し通商産業省顧問（首藤伸夫氏と推定され

る。）の意見を聞いたところ、「現状の学問レベルでは自然現象の推定誤差は大きく、

予測し得ないことが起こることがある」、「どの程度の余裕高さを見込んでおけばよ

いかを合理的に示すことはできない」との意見であった。そこで電気事業連合会は、

「通産省顧問から合理的な評価が難しいといわれているバラツキや安全余裕の議論

をすることが必要であることから、電力共通研究を実施することにより技術的検討

を行っていきたい」との対応方針を確認した。 

（５）「津波評価技術」の目的は誤差・バラツキに対し計算精度を改善することであ

り、具体的に想定すべき地震の検討はそもそも目的に含まれていなかったこと 

電気事業連合会は土木学会に、第２の問題である「津波評価に際しての計算誤差、

バラツキの取り扱い」の課題の検討を委託した。第１の問題である、「対象とする津

波の想定」については、委託していない。 

１９９９（平成１１）年に土木学会に津波評価部会が設置され、その検討結果が、

２００２（平成１４）年２月に「津波評価技術」として取りまとめられた。前述の、

電気事業連合会が土木学会に津波評価の手法の体系化を委託した経過からしても、

「津波評価技術」の目的は、津波浸水予測計算のための手法・技術の高度化にある

のであり、地震学の最新の知見を踏まえて「想定し得る最大規模の地震津波を検討

する」ということは、そもそも津波評価部会の目的には含まれていなかった。 

当時の津波評価部会の事務局を担った電力中央研究所の松山昌史氏及び大友敬

三氏は、政府事故調査委員会の聴取において、波源の調査やそれに基づく数値計算
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は別途に「高度化研究」と銘打って電気事業連合会において検討がなされたのであ

り、土木学会津波評価部会は、あくまでこの高度化研究の成果を踏まえて、誤差や

バラツキを考慮した津波評価の手法の体系化を検討したものであると述べている。 

 当時、土木学会津波評価部会の主査を務めた首藤伸夫氏は、政府事故調査委員会

の聴取に対して、想定すべき地震の検討については、他の委員（阿部勝征氏）に任

せており、中央防災会議などの他の機関の検討結果を「採り入れる」こととし、津

波評価部会自体で独自に検討することはそもそも予定されず、実際にも行われなか

った旨を述べている。 

当時、土木学会津波評価部会の委員を務めていた佐竹健治氏は、２００２年「津

波評価技術」は原子力発電所のための設定津波の評価をするという方法を策定した

もので、個別の地震の評価は本編には入っておらず、津波評価部会で個別の地震に

ついての議論はしていないこと、個別の地震についての議論は地震調査研究推進本

部の長期評価部会でやっていること、を認めている（佐竹健治氏証言）。 

実際に、「津波評価技術」の内容を「本編」と「付属編」に区別して確認すると、

「本編」の第２章「評価対象とする津波の発生源及び津波現象」の項は１頁にとど

まり、その内容も、火山噴火などを原因とする津波は評価対象から除外し「原則と

して断層運動が直接の原因で生じる津波による水位変化を評価の対象とする」との

検討しかおこなわれていない。これに対し「付属編」では、１００頁以上にわたっ

て津波波源の検討を行っており、日本海溝沿いの地震・津波に関しても過去の津波

の詳細な整理がなされ、たとえば１６７７年延宝房総沖地震が「津波地震」である

ことなども紹介されている。 

要するに、「津波評価技術」の策定過程においては、過去の地震・津波について

の詳細な検討がされたことはなく、将来どの地域でどういう規模の地震・津波が発

生するかについて、地震学の最新の知見を踏まえた詳細な検討はなされてはいない。   

他方で、地震調査研究推進本部の海溝型分科会等は、将来における地震発生の想

定（長期評価）の検討自体を主たる目的として、過去の地震の詳細な検討を含め、
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地震学の最新の知見を踏まえた集団的な検討を行ったものであり、将来における地

震の発生の想定、すなわち波源モデルの設定については、「長期評価」こそがより優

れた知見なのである。 

（６）被告国が原子炉施設の防護のための地震・津波の想定において「津波評価技

術」による既往最大の想定で足りるとしたことに合理性がないこと 

被告国は、２００２年「津波評価技術」が既往最大の地震・津波の想定に留まっ

ていることにつき、原子力発電所の津波対策については精緻な計算が求められ、過

去の記録から客観的に明らかになっている情報に基づいて基準断層モデルを設定す

る必要があるから、過去の記録から客観的に明らかになっている既往最大の地震・

津波に基づき設計津波水位を求めることは不合理ではないと主張する。また、地震

は過去に起きたものが繰り返し発生するという考え方が地震学者の一般的な考え方

であったとして、既往最大の地震・津波の想定に留まる「津波評価技術」を合理的

だと主張する。 

 これに対する原告らの反論は以下のとおりである。 

第１に、「津波評価技術」の津波浸水予測計算の概要を確認すると、「津波評価技

術」の津波浸水予測計算は、①既往津波に基づいて予測計算モデルの再現性を確認

する第一段階と、②将来において想定される地震の波源モデル（基準断層モデル）

を前提として①で再現性が確認された計算モデルにより想定される浸水予測計算を

行う第２段階という、２つの段階で構成されている。そして、第２段階の「基準断

層モデルの設定」は、将来発生することを想定すべき地震に基づいて断層モデルの

設定が行われるものであるから、原理的に既往最大の地震に限定されるものではな

く、最新の地震学の知見に基づいて発生が想定される地震を考慮に入れることが可

能である。 

第２に、福島第一原子力発電所の設置許可当時は原子炉施設の地震・津波防護の

想定として、歴史的に存在が判明している既往最大の地震・津波を想定する考え方

が採用されていたが、その後の地震学の進展によって、将来において発生し得る地
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震・津波について、既往最大にとどまらずに発生が想定される地震・津波を把握す

ることが可能になっていた（４省庁報告書・７省庁手引き）。 

電気事業者（電気事業連合会）としても、歴史記録に残っている既往最大に対す

る対応のみでは不十分であることを認め、「地体構造的見地から想定される最大規模

の地震津波」についても想定するという新しい見解を取り入れるべきことを認めて

いた。こうした対応方針の報告を受けた通商産業省も、法規制という規制的措置を

見送り電気事業者の自主的な対応に委ねるという限界はあるものの、原子炉施設の

防災対策として、地震地体構造から「想定し得る最大規模の地震・津波」に対する

防護を行うという方向を確認していた。 

第３に、地震動については、原子炉施設の耐震設計の基準を示す耐震設計審査指

針において「想定し得る最大規模の地震」が採り入れられている。津波は、海洋部

において発生する地震によってもたらされる「地震随伴事象」であることからすれ

ば、地震動に対して「想定し得る最大規模の地震」を想定して安全性を確保される

べきとされる以上、「地震随伴事象」である津波についても「想定し得る最大規模の

地震」を想定して安全性を確保されるべきことは、当然である。 

 第４に、本件事故後に被告国が国際原子力機関（ＩＡＥＡ）に提出した報告書に

おいても、被告国自身が既往最大の考え方は不十分なものであったと自認している。  

第５に、「地震は過去に起きたものが繰り返し発生する」という知見に基づいて

「既往最大」の想定で足りるとするためには、その地震の再来周期を超える期間の

地震・津波データを既に手に入れていることが前提となるが、歴史上の地震・津波

について得られるデータや資料は過去約４００年程度に限られている。波源モデル

のデータが明確になっている地震・津波だけを想定したのでは、「深刻な災害が万が

一にも起こらないようにする」という原子炉施設に求められる高度な安全性が保障

されないことは明らかである。。 

 第６に、被告国は本件訴訟において、「津波評価技術」に基づく津波浸水予測計算

において、既往最大の考え方に基づく基準断層モデル（波源モデル）の設定がされ



54 

 

てきたという事実を積極的に主張し、かつ精緻な推計を行うためにはそうした対応

が合理的であったと主張してきたにも関わらず、訴訟の最終盤において、「津波評価

技術が歴史記録の残っている既往津波しか考慮していないとの指摘がある」として、

あたかもこれが原告らの主張であるかのように主張しはじめ、また、今村文彦氏の

意見書（津波評価技術が歴史記録の残っている既往津波しか考慮していないとの指

摘は、津波評価技術についての理解を欠く、という内容のもの。）を提出するなど、

混乱を示している。 

この点、「津波評価技術」は２０１６（平成２８）年に改訂され、想定すべき地

震の規模について、従前の「既往最大を基本」とするものから「既往最大に限定し

ない」という内容に改訂したことが、改訂の「主なポイント」であるとされている。

被告国の主張・立証の混乱は、上記「津波評価技術」の改訂の内容に照らしても明

らかである。 

（原告ら最終準備書面（第２分冊）１８８頁～２２３頁） 

９ 日本海溝等専門調査会による防災対策の対象地震の限定は「長期評価」の地震

想定を否定するものではないこと 

（１）日本海溝等専門調査会での結論 

中央防災会議の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会（以下、

「日本海溝等専門調査会」という。）は、２００６（平成１８）年１月、「日本海溝・

千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会報告」（以下、「日本海溝等専門調査会

報告」という。）として公表した。 

「防災対策の検討対象」とする地震については、「大きな地震が繰り返し発生し

ているものについては、近い将来発生する可能性が高いと考え、防災対策の検討対

象とする」、「大きな地震が発生しているが繰り返しが確認されていないものについ

ては、発生間隔が長いものと考え、近い将来に発生する可能性が低いものとして、

防災対策の検討対象から除外することとする」とした。１８９６年明治三陸地震の

みを検討対象とし、１６１１年慶長三陸地震及び１６７７年延宝房総沖地震は、留
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意事項に留めて検討対象から除外し、福島県沖及び茨城県沖におけるプレート間地

震（津波地震）への対応は不要とされた。 

（２）被告らの主張と原告らの反論 

被告らは、同報告において、「長期評価」が示す見解が採用されなかったことを

もって、「長期評価」の信頼性が低いなどと主張している。この点について、原告ら

の反論は下記のとおりである。 

第１に、日本海溝等専門調査会においては、地震専門家から２００２年「長期評

価」の見解に沿う意見が出されており、日本海溝等専門調査会での結論は、当時の

地震学の知見とも相容れないものであった。日本海溝等専門調査会報告の地震・津

波の想定は不十分であり、現実の津波被害を押し広げる結果となった。 

第２に、日本海溝等専門調査会の結論は、時間的・財政的・人的といった、学問

的知見とは別の行政上の制約を理由として、検討対象の津波を限定したものであり、

２００２年「長評評価」の示す地震学の知見を否定するものではない。 

中央防災会議は、災害対策基本法に基づいて、防災対策の基本計画の作成など政

府の防災に関する指針を決める機関である。防災基本計画の策定に際しては、純粋

に学問的知見だけから防災計画を立てることは予定されておらず、財政上の考慮を

含めた政策的な判断を踏まえて防災に関する施策の推進（防災基本計画の作成等）

を進めることが予定されている 

これに対し、「長期評価」を策定する地震調査研究推進本部は、科学的、学問的

知見に基づいて地震に関する研究の推進をはかり、その調査研究の成果の普及に努

める機関であって（地震防災対策特別措置法７条、１３条）、その求められる役割も

そこでの判断がもつ意味も、防災計画作成等の防災行政を担う中央防災会議とは全

く異なる。 

中央防災会議・日本海溝等専門調査会でも、このような中央防災会議の役割を前

提に議論がなされている。 

第３に、日本海溝等専門調査会報告はあくまで「一般防災」を目的としたもので
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あり、より高度の安全性が求められる原子炉施設の防護には妥当しない。 

国会事故調査報告書も指摘するとおり、しかし高度なリスク対策が求められる原

発における津波想定と、一般市民レベルの津波想定を定める中央防災会議の決定と

では、要求される水準がそもそも異なる。高度の安全性が求められる原子炉施設に

ついて規制の権限と責任を負う被告国、あるいは安全確保に直接の責任を負う事業

者である被告東京電力が、日本海溝等専門調査会の結論をもって本件で福島県沖の

日本海溝寄りに津波地震を想定しない根拠とするのは、牽強付会というほかない。 

第４に、日本海溝等専門調査会報告の限定にかかわらず、茨城県は津波地震への

対策を取っている。２００７（平成１９）年１月に、都司証人・佐竹証人・今村文

彦氏らによる延宝房総沖地震の痕跡調査・新たな断層モデルが公表され、同年１０

月には、同調査を踏まえた茨城県による「津波浸水想定区域図」が作成・公表され

た。この浸水図作成のための茨城沿岸津波浸水想定検討委員会には、佐竹証人も委

員として参加しており、同委員会では１６７７年延宝房総沖地震の波源を茨城県沖

から福島県南部にまで広がる位置に設定し、想定を行っている。この茨城県による

要請を受け、東海第二原子力発電所では、本件地震の前から、浸水防護対策を実施

した。本件地震による津波は、この茨城県の津波浸水想定区域図における想定と同

程度だったため、電源喪失事故が回避できた。 

第５に、日本海溝等専門調査会の結論では、１６１１年慶長三陸地震の南側につ

いては繰り返しが確認されていないとして、一般防災対策の対象から外されている

が、東北電力の女川原子力発電所は、すでに１９７０（昭和４５）年の１号機設置

許可申請の際に、過去の地震・津波の詳細な調査と評価を実施し、８６９年の貞観

地震や１６１１年の慶長三陸地震は１８９６年の明治三陸津波や１９３３年の昭和

三陸津波よりも震源が南にあり、津波の波高はもっと大きくなり得るとの認識に立

って、敷地高さをＯ.Ｐ．＋１４．８ｍに設定している。 

さらに、１９８７（昭和６２）年の２号機申請時には、自社独自の痕跡調査によ

り、８６９年の貞観津波は仙台平野で２．５～３ｍであるのに対し１６１１年慶長
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津波は仙台市の南にある岩沼で６～８ｍであるとの認識に立って、１９７７（昭和

５２）年の相田勇氏の断層モデル（後に「長期評価」でも採用）に基づき津波推計

計算を実施し、敷地での最高水位をＯ.Ｐ.＋９．１ｍと推計している。 

財政等の行政上の考慮がはたらく一般防災であればいざ知らず、万が一にも重大

事故を起こしてはならない原子炉施設における津波防災において、日本海溝等専門

調査会の結論を理由に１６１１年慶長三陸地震を想定から外すことは許されない。

東北電力が１６１１年慶長三陸地震に基づく推計と敷地高さの設定を行ったのは、

原子炉施設の安全に責任を負う電気事業者として当然のことであった。 

（最終準備書面（第２分冊）２２３頁～２３３頁） 

１０ 土木学会津波評価部会が行った津波地震に関するアンケートの結果は「長期

評価」の地震想定を否定するものではないこと 

（１）日本海溝寄りの津波地震の発生想定に関するアンケート結果の指摘 

被告国は、２００８（平成２０）年度に土木学会津波評価部会が行ったアンケー

トの結果によっても、福島県沖の津波地震に関する２００２年「長期評価」の考え

方が科学的知見として確立していないものであったことが分かると主張する。 

（２）原告らの反論 

第１に、津波評価部会によるアンケートの手法自体が信頼性に乏しい。 

２００８（平成２０）年のアンケートは、電気事業者に関連する委員が多数含ま

れている津波評価部会の委員が対象者の多数を占め、委員の中には工学的知見は有

するものの地震・津波についての理学的な知見を有しない者も含まれており、調査

対象者の選定の合理性に疑義がある。 

同部会の委員とは別に、５名の外部専門家に対してアンケートを配布したとされ

ているが、この５名がどのような基準で選ばれたか、どのような地震学上の知見を

有しているかについても、明らかにされていない。 

また、アンケートには、各項目に関連する資料が参照すべきものとして付記され

ているが、例えば、三陸沖から房総沖の海溝寄りの津波地震の活動域（ＪＴＴ）に
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ついては、津波地震が三陸沖のみで発生するとの佐竹証人の論文の説明図、未凝固

堆積物（付加体）の挙動に関する同証人の説明図、さらには日本海溝の南北で付加

体の状況が異なるとの鶴ほかの見解を基礎づける図のみが添付されており、２００

２年「長期評価」に引用された図表・論文等の資料は添付されておらず、特定の見

解に沿う資料のみが系統的に提供されているといわざるを得ない。 

第２に、利害関係のある電力会社関係者と地震学者の意見が混在しており、区分

されていない。 

 津波評価部会は、２００８（平成２０）年に先立ち、２００４（平成１６）年に

も同様のアンケートを実施しており、いずれのアンケートも、地震学者の見解につ

いてはそれ以外の者の見解に対して４倍の重みづけを行っている。２００４（平成

１６）年アンケートは、「地震学者グループの平均」と「全体の単純平均」が区分さ

れて表示されており、電力関係者を除外した地震学者の見解の傾向を推測する余地

もあるが、２００８（平成２０）年アンケートは、４倍の重みづけを与えられた地

震学者の見解と、数の上では相対的に多数を占める電力会社関係者の見解が区別さ

れることなく表示されており、利害関係を持たないと推定される地震学者の見解の

把握が困難であり、信用性を検証することができない。 

第３に、実際のアンケート結果の集計をみると、地震学者の意見集約結果のみが

区別して表示されている２００４（平成１６）年アンケートによれば活動域内のど

こでも津波地震が発生するという２００２年「長期評価」の評価結果を支持する意

見が６５％を占めており、過去に発生例のない福島県沖の日本海溝寄りにおける津

波地震の発生に否定的な見解は３５％にとどまる。 

２００８（平成２０）年調査のアンケートにおいても、その設問の仕方には問題

があることは措くとして、日本海溝沿いのどこでも津波地震が発生しうるとの２０

０２年「長期評価」と同一の見解にたつものが合計で６０％に達しており、福島県

沖では津波地震は想定されないという見解を大きく上回っている。 

被告国から意見書が証拠提出された松澤暢氏は、北部で発生した明治三陸津波地
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震ほどの規模ではないが、南部でも延宝房総沖地震に相当する津波地震が発生し得

るという選択肢に最も大きな重み付けを行い、活動域内のどこでも津波地震（１８

９６年タイプ）が発生し、南部でも北部と同程度のすべり量の津波地震が発生する

との選択肢にも０．２の重み付けをおこなっている。 

同じく、今村文彦氏も、前者に０．６、後者に０．１、合計で「日本海溝沿いの

どこでも津波地震が起こり得る」という考え方に７割の重みづけを行っている。 

 以上より、津波評価部会が実施したアンケートの結果をもって２００２年「長期

評価」の信頼性を否定することはできない。 

（原告ら最終準備書面（第２分冊）２３３頁～２３８頁） 

１１ 耐震バックチェックに際して「長期評価」に基づく検討が要求されなかった

との指摘に対する反論 

（１）耐震バックチェックは「津波評価技術」に基づいて行うとされていたこと 

被告国は、２００６（平成１８）年の耐震設計審査指針改訂に伴う耐震バックチ

ェックの評価に当たった総合資源エネルギー調査会の合同ワーキンググループにお

いても、２００２年「長期評価」に基づく検討が要求されなかったとして、２００

２年「長期評価」の信頼性が低いと主張する。 

（２）原告らの反論 

 第１に、耐震設計審査指針改訂に伴って原子力安全・保安院が原子力事業者に対

して発した耐震バックチェックルールにおいて、津波の評価については、「津波評

価技術」に基づく評価で足りるとしていた。耐震バックチェック自体が、少なくと

も津波の想定との関係においては、「津波評価技術」の「既往最大」の考え方の下

で検討が進められるという限界を抱えていた。２００２年「長期評価」の地震想定

が議論されなかったことは、耐震バックチェックの議論の土俵の狭さに由来するも

のに過ぎない。 

第２に、被告東京電力は、２００８（平成２０）年に、耐震バックチェックの正

規のルート以外においてであるが、津波工学者である今村文彦氏の意見を踏まえて



60 

 

２００２年「長期評価」の地震想定に基づく津波浸水予測計算を現に行っている。 

耐震バックチェックの過程において、２００２年「長期評価」の津波地震の想定は、

耐震バックチェックの審査を担当する委員であった今村氏においても、考慮に入れ

ておく必要のある想定であるとし、審査を受ける被告東京電力においても、これを

考慮する必要性を認識していたことは重要である。 

（原告ら最終準備書面（第２分冊）２３８頁～２４０頁） 

１２ 原告らの主張を後知恵とする被告国の批判が失当であること 

（１）被告国の主張 

被告国は、ハインドサイトバイアスなる概念を持ちだし、専門的知見や技術に関

する評価が問題となる場面においても、事前の可能性と事後の確定事項の大きな開

きを不当に小さく評価しやすく、事故が起きる前には当該事象が予測不可能であっ

た場合においても事後的に予測可能と判断しやすい傾向にあることを指摘する。 

そして、本件訴訟においても、島崎邦彦証人が本件原発事故前に福島第一原子力

発電所の敷地高さを超える津波を基礎づけうる知見について述べていたことから、

「事象の予測が当たった」として、本件原発事故後も２００２年「長期評価」の信

頼性を強調し、強く予測されていたと証言しやすい立場にあると指摘する。 

さらに、結果回避措置における渡辺敦雄氏の意見書についても、同様に本件原発

事故後の浜岡原子力発電所で取られた対策を参考に推計した結果をもって対策が物

理的に可能であったことを述べるだけで、工学的観点が欠落し後知恵を排除する意

識もない、などとして論難する。 

（２）原告らの反論 

第１に、原告らがこれまで主張してきた地震・津波及び結果回避措置に関する知

見は、いずれも２００６（平成１８）年までに得られていた知見である。 

すなわち、原告らが敷地高さを超える津波の予見可能性を基礎づけるものとして

援用している証拠は、①２００２年「長期評価」、②２００２年「津波評価技術」、

③２００６年・溢水勉強会、④２００８年推計など、いずれも２００２（平成１４）
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年から遅くとも２００６（平成１８）年までに存在していた資料ないし資料に基づ

くものであり、事故後に公表された資料は援用してはいない。 

２００２年「長期評価」公表当時におけるその信頼性や公的判断としての意義は

すでに主張のとおりである。２００８年推計が２００２年「長期評価」の結論と２

００２年「津波評価技術」による津波推計の方法から導かれるものである以上、２

００２（平成１４）年当時から同様の推計が可能であったこともすでに主張のとお

りである。 

第２に、敷地高さを超える津波で全交流電源喪失となることを示す知見も、２０

０６（平成１８）年以前のものである。 

溢水勉強会においては、２００６（平成１８）年当時に福島第一原子力発電所の

敷地高さを超える津波が襲来した場合における浸水（具体的には、福島第一原子力

発電所５号機を対象に敷地高さを１メートル超過する津波が継続すること）に対し、

その建屋内への具体的な浸水経路と浸水状況を想定している。 

このような本件原発事故前から存在する知見の性質やその進展も無視して、原告

らの主張・立証が本件原発事故後に判明した資料に基づく結果論であるなどと論難

する被告国の主張は明らかに誤りである。 

（原告ら最終準備書面（第２分冊）２４０頁～２４３頁） 

１３ 津村、松澤、今村各氏の意見書に基づく被告国の主張に対する反論 

（１）被告らの主張 

被告国は、本件訴訟の終盤に提出した意見書（津村建四朗氏、松澤暢氏、今村文

彦氏）を引用しつつ、２００２年「長期評価」は未成熟な知見であり、予見可能性

が認められる程度に確立した知見ではなかったと主張する。 

（２）津村意見書に基づく被告国の主張に対する原告らの反論 

第１に、被告は津村意見書に依拠して、過去に津波地震の発生が確認されていな

い領域を含めて津波地震が発生する可能性があるとする評価は、地震学の基本的な

考え方にはなじまないと主張するが、すでに１９９８（平成１０）年に公表された
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４省庁報告書・７省庁手引きにおいて「想定し得る最大規模の地震・津波」を考慮

に入れる考え方が国自身によって示され、電気事業連合会も原子炉施設における対

応方針に取り入れたことは既に主張のとおりである。 

津村氏の言とは逆に、「既往最大」に留まらず地震学の見地から「想定し得る最

大規模の地震・津波」を把握することも可能となってきたという考え方こそ、むし

ろ２００２年「長期評価」が取りまとめられた当時における「地震学の基本的考え

方」であった。被告国の主張は、自ら策定した津波防災の指針の内容にも反するも

のといわざるを得ない。 

第２に、被告国の主張は、２００２年「長期評価」が、日本海溝沿いの既往地震

についての知見がおよそ４００年間に限られていることを踏まえた上で、専門家の

充実した議論を経て、合理的な領域分けと将来の地震の予測を示していることを正

解しない点で誤りである。津村氏が「過去に津波地震の発生が確認されていない」

というその「過去」は、せいぜい歴史記録が残っている約４００年程度の限られた

知見を指しているに過ぎない。わずか４００年の「過去」についての限られた情報

から、将来においても、この「過去」と同じ場所でしか津波地震は起こらないとす

る考え方には無理がある。 

第３に、津村氏は、２００２年「長期評価」の策定の当時、地震本部・地震調査

委員会の長であった。津村氏は、２００２年「長期評価」の内容及び同委員会が２

００２年「長期評価」を了解し公表することの意味については、これを十分理解し

ていたことは疑う余地はない。その津村氏を長とする地震調査委員会が、海溝型分

科会から提出報告された「長期評価」を、津村氏を含む多数の地震・津波の専門家

の審議を経た上で了解・公表しているという事実は、「長期評価」の妥当性を示す

ものである。 

第４に、津村意見書は、「原子力発電所については、一度事故が起きたら取り返

しのつかないことになりかねないため、万全の対策を講じることが求められるとい

う観点から、必ずしも成熟していない知見に基づく地震・津波に対しても対策を講
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じることが考えられる」と述べ、最終的な結論としては「なかなか難しい問題だと

思います」と判断を留保している。 

「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」（伊方原発訴訟最判）という

原子炉等規制法等の求める高度な安全性との関係で、地震学の知見が完全に確立す

るまで対策を講じないことが許されるかという、まさに法的・規範的な判断が問わ

れるのであって、津村氏が、この判断に関わる部分について見解表明を留保したの

は、地震学者としては当然といえる。 

（３）松澤意見書に基づく被告国の主張に対する原告らの反論 

 被告国は、松澤意見書を引用し、２００２年「長期評価」は専門家の間でコンセ

ンサスを得た見解ではなかった、津波地震のメカニズムが解明されていなかった等

とし、２００２年「長期評価」の見解を原子炉施設の津波防護の前提として考慮す

る必要はなく、これを考慮しなかった被告らの対応を正当と主張する。 

 しかし、第１に、津波地震が海溝付近において発生することは、２００２年「長

期評価」策定時において地震・津波学における確立した知見であった。これを踏ま

え、２００２年「長期評価」は、１６１１年慶長三陸地震、１８９６明治三陸地震、

そして１６７７年延宝房総沖地震と、同一の構造をもつ日本海溝の北部及び南部に

おいて津波地震が発生しているとの地震学の知見を確認した上で、「三陸沖北部か

ら房総沖の日本海溝寄り」を津波地震の起こり得る一つの領域として捉えることと

したものであり、こうした領域設定を行うことの合理性は、津波地震のメカニズム

が完全には解明されていないことによって損なわれるものではない。 

また、松澤氏自身も述べるように、津波地震のメカニズムは現在においても地震

学上解明されてはいない。メカニズムが地震学上解明されていなかったことをもっ

て、防災対策上も考慮する必要がないという被告国の主張は、結果として津波地震

に対する原子力施設の防災対策を未来永劫にわたり先送りするものであって、「深

刻な災害が万が一にも起こらないようにする」という原子炉施設の安全性確保の観

点からは到底受け入れられない。 



64 

 

 被告国は、日本海溝における海底地形の違いを理由に津波地震の発生可能性につ

いて宮城県沖を境としてその南北では異なるだろうと述べる松澤氏の見解を引用し

て、２００２年「長期評価」に信頼性がないとも主張する。 

しかし、松澤氏を含め、日本海溝の南北の海底地形の違いを理由として、宮城沖

以南の日本海溝南部においては津波地震が発生しないという積極的な主張は、誰か

らも提出されていない。松澤氏自身が、土木学会・津波評価部会のアンケートに対

して、「日本海溝沿いのどこでも津波地震が起こり得る」という考え方に合計８割

の重みづけを行っていることは、すでに指摘したとおりである。 

松澤氏は２００４（平成１６）年４月から２０１６（平成２８）年３月まで地震

本部の長期評価部会の委員を務めているが、この間、地震本部の長期評価部会にお

いて、日本海溝沿いの南北における海底地形の違いを理由として２００２年「長期

評価」における領域分けを見直すべきとの意見が述べられたことはない。同様に、

日本海溝寄りにおいて発生した過去の３つの津波地震、特に１６７７年・延宝房総

沖地震が津波地震であることを見直すべきとの意見が述べられたこともない。２０

０２年「長期評価」が公表された後においても、同「長期評価」は複数回にわたっ

て見直しの機会があったが、その都度、２００２年「長期評価」の領域分けと津波

地震発生の長期評価については、その内容が確認されて維持されている。 

 被告国は、松澤意見書を引用しつつ、１６１１年慶長三陸地震と１６７７年延宝

房総沖地震について、本当に津波地震なのかは明確ではなく、また震源もよくわか

っていないと主張する。しかし、上記のいずれの地震についても、海溝型分科会の

長期評価策定の過程においては、当時すでに呈示されていた異論を検討し、それぞ

れ根拠をもって退けられている。同部会では、島崎氏・都司氏・佐竹氏や阿部勝征

氏など当時の地震・津波の第一線の専門家が過去の地震につき詳細な検討をおこな

い、その議論を経て上記の結論に達している。  

２００２「長期評価」公表後においても、２００５（平成１７）年の中央防災会

議・日本海溝等専門調査会、２００７（平成１９）年の佐竹、都司、今村氏らの専
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門家による津波痕跡高の調査に基づく検証によっても、延宝房総沖地震が津波地震

であることが繰り返し確認されていることについては、既に主張のとおりである。

松澤氏が長期評価部会に所属していた２００４（平成１６）年以降も、同部会の中

で、延宝房総沖地震が津波地震であることについて見直しの議論が出なかったこと

も、至極当然というべきである。  

松澤氏は「私自身は、調査委が防災上の観点から、長期評価において、宮城県沖

から福島県沖にかけて津波地震は発生しないという評価を出すよりも、日本海溝沿

いの領域をひとまとめにして確率を評価したことは理解できますし、今でも、そう

すべきであったと思っています。」とも述べており、２００２年「長期評価」の見

解が、防災上の観点からは国民や防災関係機関に向けて公表・周知され、防災対策

に際して考慮されるだけの知見であることを認めている。 

（４）今村意見書に基づく被告国の主張に対する原告らの反論 

 今村文彦氏の意見書における指摘は、大要、津村意見書、松澤意見書でのそれと

同様の趣旨であり、それに対応する原告らの主張も、既述のとおりである。 

 そもそも、今村氏は意見書の経歴から明らかなように、津波工学を専門とするも

のである。今村氏は理学としての地震学におけるコンセンサスの成否についてコメ

ントしているが、理学としての地震学の領域は今村氏の専門外である。また、今村

氏はわが国の一線の地震学者が集団的な検討を行った海溝型分科会の議論には参加

していない。今村氏は「地震学のコンセンサス」の成否について意見を述べている

が、少なくとも意見書を見る限り、海溝型分科会における延宝房総沖地震等に関す

る一線の地震学者による詳細な議論と検討の内容についての検証を行った形跡が見

られない。つまり、今村意見書は、海溝型分科会における一線の地震学者による詳

細な議論と検討を検証しないままに、同分科会における「延宝房総沖地震が津波地

震である」との地震学上の判断に疑義を示し、それを前提に２００２年「長期評価」

自体の信用性にも疑問を示すものであり、前提の確認を怠っている点で誤っている。 

さらに、今村意見書を評価する際に留意すべき点として、今村氏自身が、被告東
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京電力に対して２００２年「長期評価」の地震想定に基づく津波防護措置を講じる

必要はないと進言した本人として、本件訴訟の最大の争点に関して当事者的な立場

にあり、中立的な第三者専門家として意見を述べる適格性に欠けるという点がある。 

被告東京電力は、２００８（平成１０）年に２００２年「長期評価」の地震に基

づいて敷地南部でＯ.Ｐ.＋１５．７メートルの津波推計を得て、これを今村氏に報

告した。被告東京電力によるこの検討は、耐震設計審査指針の改訂を踏まえて行わ

れることとなった、原子力安全・保安院による耐震バックチェックの審査に向けて

のものであった。そして今村氏自身は、耐震バックチェック審査を担当する委員の

一人であり、他方で、被告東京電力は、今村氏を含む委員会によって審査を受ける

立場にあった。そうした審査の主体・客体という関係があったにもかかわらず、今

村氏は、原子力安全・保安院を通じての正規の手続きを経ることなく、被告東京電

力からの（個人的な関係に基づく）直接の照会に応じて、２００２年「長期評価」

を踏まえた津波対策は考えなくてもよいとアドバイスを行ったというのである。 

この今村氏の被告東京電力に対する「アドバイス」は、要するに本件の最大の争

点である２００２年「長期評価」に基づく２００８年推計を前提とした津波防護措

置の要否という点について、今村氏が、被告東京電力との間の私的な接触を通じて、

２００８年推計に基づく津波防護措置を行わないという被告東京電力の方針決定に

直接に影響を及ぼしたということを意味する。そして、今村氏のアドバイスを受け

て、被告東京電力は敷地高さを超える津波に対する防護措置を講じないこととした

ものであり、今村氏のアドバイスは、本件津波に起因する本件原発事故を招来させ

たことに密接に関与したもの評価されるべきものである。その意味で、今村氏は、

本件の最大の争点についていわば当事者的な立場に立つものであり、本件訴訟につ

いて、中立的な第三者専門家として意見を述べる適格性に疑義があるものといわざ

るを得ない。 

（原告ら最終準備書面（第２分冊）２４３頁～２５６頁） 

２－３－３ 回避義務（津波防護対策義務） 
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１ 敷地高さを超える津波に対する防護対策義務の内容 

 福島第一原子力発電所の敷地高さ（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）を超える津波が襲

来したときにおいても、原子炉を冷やし続けるために不可欠な電源を防護・確保す

るために、経済産業大臣は、２００２（平成１４）年において、遅くとも２００６

（平成１８）年までには、被告東京電力に対し、以下のⅰないしⅲの３つの措置を

とることを義務付けるべきであり、かつ、多重の防護のためには、この３つの義務

は並行して課されるべきであった。規制の根拠法令は、省令６２号４条１項で求め

られる非常用電源設備及びその附属設備が「想定される津波」により原子炉の安全

性を損なうおそれがある場合として、電気事業法４０条の技術基準適合命令である。 

 ここで防護・確保の対象とする電源とは、省令６２号第２条（定義）の八のホ「非

常用電源設備及びその附属設備」、同３３条４項の「非常用電源設備及びその附属設

備」を指すものであり、非常用ディーゼル発電機などの非常用発電機、非常用高圧

配電盤（Ｍ／Ｃ）、非常用低圧配電盤（Ｐ／Ｃ）などの配電盤、水冷式非常用ディー

ゼル発電機を冷却するための海水系ポンプなどが含まれる。 

ⅰ タービン建屋等自体の防護措置をとること。 

この防護措置の対象は、福島第一原子力発電所において非常用ディーゼル発電機

及びその附属設備が設置されていた、１号機ないし４号機の各タービン建屋及び各

コントロール建屋、並びに上記各号機ごとの建屋とは別に設置されていた運行補助

共用施設建屋（共用プール建屋）（以下、これらタービン建屋、コントロール建屋及

び共用プール建屋を「タービン建屋等」という。）である。 

（ⅰ）タービン建屋等の人の出入り口、大物（機器）搬入口などに強度強化扉と水

密扉の二重扉等を設置すること。 

（ⅱ）タービン建屋等の換気空調系ルーバなどの外壁開口部の水密化等の対策をと

ること。 

（ⅲ）タービン建屋等の貫通部からの浸水防止等の対策をとること。 

ⅱ タービン建屋等内の重要な安全機能を有する設備の部屋の防護措置をとること。 
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 非常用ディーゼル発電機及び配電盤等の重要機器が設置されている機械室への浸

水防止等の対策をとること。 

ⅲ 既設の非常用ディーゼル発電機（水冷式）を冷却するための海水系ポンプを津

波から防護するための防水構造の建屋を設置し、電気系統の配線の貫通口を水密化

する対策をとること。 

（原告ら準備書面（３９）、最終準備書面（第２分冊）２５６～２６０頁） 

２ 技術的可能性と必要な工期について 

上記の津波防護措置の工事内容は２００２（平成１４）年時点においてすでに存

在する設計の考え方の１つであり、技術的にも可能であった。被告東京電力が、２

００２（平成１４）年以降、遅くとも２００６（平成１８）年までに上記の津波防

護措置の工事に着手すれば、遅くとも２００９（平成２１）年にはすべての工事を

完了することができた。 

（原告ら準備書面（３９）、原告ら最終準備書面（第２分冊）２５７～２６０頁、２

６２～２６３頁） 

３ 防潮堤が唯一の対策とする被告らの主張に対する反論  

被告国は、２００２年「長期評価」に基づく２００８年推計を前提とする場合に

は、ドライサイトを維持させるために、敷地南側への防潮堤の設置という発想
．．

にな

るものであり、防潮堤の設置を行えばその余の津波防護措置が求められることはな

いと主張する。その上で、被告国は、仮に２００８年推計を前提として福島第一原

子力発電所の敷地南側のＯ.Ｐ.＋１０メートル盤に防潮堤を設置したとしても、本

件津波は、同発電所の東側の海岸に面した部分（Ｏ.Ｐ.＋４メートル盤）からＯ．

Ｐ．＋１０メートルの敷地へ遡上したと推定されることから、結果として、本件津

波に対する防護機能は果たし得なかったのであるから、結果回避可能性はなかった

と主張する。 

自然現象を対象とした防護対策を検討する際には不確実性への考慮が必要とさ

れるのであり、津波に対する防潮堤によるドライサイトの確保という防護策につい
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ても、不確実性を無視することはできない。防潮堤が十分に機能を発揮できない事

態も想定して多重の防護措置が講じられる必要がある。さらに、防潮堤の設置につ

いては少なくとも年単位の期間を要することは明らかである。他方で、原子炉施設

において「万が一にも深刻な災害が起こらないようにする」ことが求められる以上、

防潮堤の完成まで長期間にわたって、無防備な状態で原子炉施設を稼働させること

が許されないのは当然のことである。年単位の長期間の施工期間が想定される防潮

堤の建設工事期間中においても、原子炉施設の稼働を続けるのだとすれば、少なく

とも、短期間で施工しうる建屋の水密化等の内郭防護等の津波防護措置を講じてお

くことは当然に要請されることである。これら防潮堤以外の対策については、実行

が容易であった。 

 なお、原告らは、被告国及び被告東京電力の責任原因としては、防潮堤の設置義

務違反を主張してはいないが、当然のことながら、被告国及び被告東京電力におい

て、防潮堤の設置を行うべき義務を負うものであったと主張するものである。ただ

し、防潮堤の設置については、設置のために必要とされる工期等に鑑みて、津波防

護対策の必要性が認識可能となった時期との関係で、結果回避可能性に関して疑義

も生じ得ることから、被告国及び被告東京電力の責任原因としては、防潮堤の設置

義務を主張することを留保したに過ぎない。 

２－３－４回避可能性 

１ ２００８年推計に基づく津波対策をとっていれば本件津波による全交流電源喪

失を回避することができたこと 

敷地高さを２メートル超える津波を想定して２－３－３の１で主張する津波防

護対策をとっておけば、電源の確保が可能であり、結果回避可能であった。 

上記で主張する２－３－３の１のⅰないしⅲの津波防護対策をとったが、仮にＯ．

Ｐ．＋４メートルに位置している非常用ディーゼル発電機（水冷式）を冷却するた

めの海水系ポンプが機能喪失する事態が生じたとしても、ⅰ及びⅱの防護対策によ

って共用プール建屋に設置されていた空冷式非常用ディーゼル発電機（２号機Ｂ



70 

 

系・４号機Ｂ系）及び配電盤、並びに１ないし４号機の各配電盤が防護されること

を前提に、２号機から１号機への、又４号機から３号機への、電源の融通がそれぞ

れ可能であることから、１号機から４号機までの全ての号機において電源の確保が

可能であり、結果回避可能であった。 

２ 本件津波に対する防護の可能性があったこと 

タービン建屋等自体の防護措置をとる際に、原子炉の設計に関し、万全の設計裕

度をもつのは当然である。工学的に安全率を３以上に設定することは原子力発電所

の重要機器の設計枠内であり、２メートル対策と５メートル対策では、設計強度が

２．５倍の違いとなるが、これは安全裕度の範囲内にあるので、タービン建屋等自

体の防護について２メートル対策をとっておれば、５メートルの津波にも耐えられ

る。 

そして、万が一、タービン建屋等自体の防護が破られて建物内への浸水があった

としてもタービン建屋等自体の防護によって相当な防護ができているのであるから、

浸水量は限定的である。ゆえに、タービン建屋等内の重要な安全機能を有する設備

の部屋の防護措置をとっていれば、確実に、本件津波から非常用電源設備及びその

付属設備を防護することができた。 

（原告ら準備書面（３９）、原告ら最終準備書面（第２分冊）２６０～２６１頁）      

３ 建屋自体及び部の重要機器の設置された部屋の水密化により全交流電源喪失の

回避が可能であったこと 

 １～３号機のタービン建屋の駆体部分については本件地震・津波による損傷は確

認されておらず、建屋内への浸水経路は、「大物搬入口」「入退域ゲート」「機器ハッ

チ」及び「Ｄ／Ｇ給気ルーバ」であり、その内「大物搬入口」が主要な浸水経路と

なったことは被告国も認めている。そして、これらの開口部については敷地を超え

る津波に対する防護措置は全く講じられていなかった。 

しかし、タービン建屋の周囲における浸水深は、２～５メートル程度であったの

に対して、各タービン１階及び共用プール建屋１階に浸水した海水の深さは、３０
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～１１０センチメートルに留まり、外部の浸水深を大幅に下回った。また、各建屋

内には漂流物は入り込んでいない。これらの事実から、浸入口となった開口部も完

全に破壊されたものではなく、建屋内部への海水の浸入を防ぐ機能を相当程度果た

していた。 

 被告国が主要な浸水経路であると認める大物搬入口については、そもそもシャッ

ター式の構造に過ぎず津波の水圧や漂流物の衝突に対しても脆弱な構造であった。

これに対して、原告らが主張する水密扉とは、水密機能のないシャッター構造の扉

を全部撤去し、強度強化扉の設置とともに、建屋側の構造等を含めて新たに水密性

のある扉を開口部全部に設置するというものである。 

 そして、２００８年推計による最大の浸水深が４号機で約２．６メートルであっ

たこと、さらに同推計が建屋の存在を考慮せず更地を前提としていたことから実際

には津波が建屋に衝突することによってより大きな浸水深も想定されたことからす

れば、２．６メートル以上の浸水深を基準として必要とされる安全裕度を見込んで

水密扉を設置することが求められるのであり、そうした措置を講じておけば建屋内

への浸水を回避することは十分に可能であった。 

 そして、これら建屋開口部への水密化による防護措置を講じておけば、万が一、

建屋内への漏水が避けられなかったとしても、その漏水の程度は本件津波による浸

水に比べても、ごく限定的なものにとどまることとなるので、建屋自体の水密化と

ともに、重要機器が設置されていた部屋の水密化を行っておけば、非常用電源設備

及びその附属設備の被水を避け、全交流電源喪失を回避することは十分に可能だっ

たといえる。 

４ ２００８年推計への対応では本件津波の被害を回避することができなかったと

の被告らの主張について 

 被告らは、２００８年推計による津波に比べて、本件津波は敷地東側前面から海

水が大量に遡上をしてタービン建屋に及んでおり、津波による波圧が異なること等

からして、２００８年推計に基づく防護措置を講じても本件津波による浸水を防ぐ
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ことができたとはいえないとする。 

しかし、「東京電力津波調査報告書」によっても、本件津波の流況（海水の流れ

の方向とその速度）は、２００８年推計による津波と同様に、敷地南側から北側に

向かっての海水の流れが大きく卓越しており、敷地東側前面からの遡上の影響は限

定的なものにとどまる。また、今村文彦意見書によっても、本件津波による１号機

前面における波圧は５８ｋＮ／m2と推定されるのに対して、２００８年推計の最大

の浸水深２．６メートルを前提として、本件事故前の津波波圧推計の標準的な手法

であった朝倉らの式によれば、想定される波圧は約７８ｋＮ／m2と推定されるので

あり、本件津波によって建屋内に最も大きな浸水深をもたらした１号機前面の波圧

を大きく上回ることが示されている。よって、２００８年推計による津波を前提と

した防護措置を講じていれば、波圧という観点からしても、本件津波に対しても十

分な防護機能が期待できたといえる。  

（原告ら準備書面（３９）、原告ら最終準備書面（第２分冊）２６０～２６１頁）                      

２－３－５ その他の事情 

１ 法令の趣旨、目的、権限の性質について 

（１）法令の趣旨、目的 

原子炉等規制法及び電気事業法の趣旨、目的は、原子炉による重大事故によって、

国民の生命、健康及び生存の基盤としての財産および環境に対して損害を及ぼすこ

とのないように安全の確保をすることを主要な目的の一つとしている。かかる原子

炉等規制法及び電気事業法の趣旨・目的に照らせば、電気事業法３９条が経済産業

大臣に技術基準省令制定権限を委任したこと及び同法４０条が経済産業大臣に技術

基準省令で定める技術基準に適合するように電気事業者に対し命令する権限を委任

したことの趣旨は、原子力発電所において万が一にも重大事故が発生しないように

するため、適時かつ適切に安全規制の基準を制定し、かつ適時かつ適切に監督権限

を行使することによって原子炉施設の安全性の確保に万全を期するところにある。 

（２）経済産業大臣の権限の性質について 
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ア 一方で、万が一原子炉施設において重大事故が発生してしまうと「当該原子炉

施設の従業員やその周辺の住民等の生命、身体に重大な危害を及ぼし、周辺の環境

を放射線によって汚染するなど、深刻な災害を引きおこすおそれがあること」（伊方

原発訴訟最判）、他方で、経済産業大臣は法令の趣旨、目的を共通にする原子炉等規

制法の許可権限と電気事業法に基づく権限の両方を有し、すべての原子力発電所（５

４基）の設置段階から運転段階の最新の状況に至るまで個々の原子力発電所に関す

る情報を集積し把握できている。 

 ２－２－１の（３）で主張したとおり、経済産業大臣は、原子炉による重大事故

から、国民の生命、健康及び生存の基盤としての財産と環境を守るための権限を行

使するに当たり、電気事業者の利益を考慮する裁量はない。そして、被規制者であ

る電気事業者からみても、もともと被告国の包括的関与なしには原子力発電所の事

業が成り立たないことを承認して、重大な事故が発生すれば国民にとって受容不能

なリスクとなり得る原子力発電所の事業を引き受けているのであるから、最新の科

学技術的知見によれば炉心損傷に至る事象の可能性がある場合には、その見込まれ

るリスクを回避するための安全規制を受けることに伴う法的不安定性を、電気事業

者は予め受忍をしていると解するべきである。 

イ 安全評価のための必要的考慮事項としての設計基準事象は、実際に起こり得る

様々な異常や事故について、放射性物質の潜在的危険性や事故の発生頻度などを考

慮し、大きな影響が発生するような代表的事象であるとされる。伊方原発訴訟最判

が、「万が一にも事故が発生して、生命、身体等に対する深刻な災害が発生しないよ

うにする必要がある」、「最新の科学技術水準への即応性の観点」と強調しているこ

とに沿う権限行使の在り方からは、絶えず、現実に発生した事故や新しく形成され

た科学的知見を考慮し、それに即応して新たに想定される事態をもとに設計基準事

象を設定することが求められている。 

２ 既存の規制措置に２００２年「長期評価」により予見される津波に対する対策

としての実効性がなかったこと 
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ア 福島第一原子力発電所において、１号機ないし４号機の原子炉建屋やタービン建屋

など主要建屋の敷地高さは、Ｏ．Ｐ.＋１０メートルであった。Ｏ．Ｐ．＋４メートルの海

側エリアには、残留熱除去系等の非常用海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電設

備冷却系海水ポンプが設置されていた。ここでとられていた津波対策は、設置時点

では、チリ沖地震の際に襲来した津波高Ｏ．Ｐ．＋３．１２２メートルよりも敷地

を高くしておくことであった。そして、２－３－１の３の（２）で述べたとおり、

被告東京電力が、２００２年推計に基づいて、Ｏ．Ｐ．＋４メートルの海側エリア

にあった海水取水用ポンプのモーターのかさ上げや建屋貫通部等の浸水防止対策な

どの対策を実施した。 

イ ２００８年推計によって推計される津波、すなわち福島第一原子力発電所の主

要建屋の設置された敷地高さＯ．Ｐ．＋１０メートルを平均して２メートル超える

規模の津波が襲来したときには、１号機ないし４号機の非常用電源設備及びその附

属設備が被水により機能喪失し、全交流電源喪失に至る客観的な状況にあった。経

済産業大臣はこのことを認識していた。 

３ ２００３（平成１５）年から２００６（平成１８）年の間に発生した事象と形

成された知見により、経済産業大臣は適時かつ適切な権限行使をする具体的義務を

負ったにもかかわらず、これを怠ったこと 

（１）安全情報検討会における情報収集と調査研究 

ア ２００３（平成１５）年１０月に独立行政法人「原子力安全基盤機構」（以下「Ｊ

ＮＥＳ」という。）が設立され、原子力安全・保安院とＪＮＥＳは２００３（平成１

５）年以降、連携して、国内外の規制関係情報を収集するとともに、これらの情報

を評価し、必要な安全規制上の対応を行うために「安全情報検討会」を設置し、２

００３（平成１５）年１１月１６日以後、月に２回の割合で開催されていた。 

イ 安全情報検討会では、平成３年内部溢水事故、１９９９（平成１１）年発生の

ルブレイエ原子力発電所外部溢水事故の情報収集と検討をしたことに加え、２００

４（平成１６）年発生のスマトラ島沖地震に伴う津波によるマドラス原子力発電所
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の外部溢水事故及び２００５（平成１７）年１１月７日に、アメリカ原子力委員会

（ＮＲＣ）が、米国キウォーニー原子力発電所での低耐震クラス配管である循環水

系配管の破断を仮定すると、タービン建屋の浸水後、工学的安全施設及び安全停止

系機器（特に電気機器）が故障することが判明したとの情報を原子力事業者に通知

したこと等を検討した。 

スマトラ島沖地震に伴う津波を原因とする事故情報を踏まえて、原子力安全・保

安院は、原子炉施設において考えられる津波防護対策として、①原子炉施設を想定

される津波高さを超える地盤に設置すること、②防波堤の設置及び万が一敷地に浸

水した場合においても建屋への浸水を防止するための防護措置を講じること、③冷

却系に必要とされる海水ポンプの機能の確保、という点に整理した。２００５（平

成１７）年６月８日に開催された第３３回安全情報検討会において検討がなされた

が、同事故情報の管理表自体に、「緊急度及び重要度」として、「我が国の全プラン

トで対策状況を確認する。必要ならば対策を立てるように指示する。そうでないと

『不作為』を問われる可能性がある
．．．．．．．．．．．．．．．．

。」と記されている。 

米国キウォーニー原子力発電所における設計基準事象の見直しの必要性に関す

る情報について、安全情報検討会は、「米国では設計の基準や、検査方法を定めてい

る。我が国でもこれらを定める必要がある」との確認がされ、さらに「これと並行

して我が国の全プラントで対策状況を確認する。必要ならば対策を立てるように指

示する。そうでないと『不作為』を問われる可能性がある
．．．．．．．．．．．．．．．．

。」とのとりまとめをして

いる。 

（２）溢水勉強会において、津波が敷地を超えた場合の浸水経路が具体的に検討さ

れ、全交流電源喪失に至る危険があることが確認されていること 

原子力安全・保安院とＪＮＥＳは、こうした外部溢水及び内部溢水に関して、わ

が国における安全の確保のための規制の現状を把握することを目的として、安全情

報検討会において溢水勉強会を設置することとした。第１回勉強会は２００６（平

成１８）年１月３０日に開催され、２００７（平成１９）年４月に「溢水勉強会の
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調査結果について」が取りまとめられた。溢水勉強会においては浸水想定において

敷地高さを超える津波を前提としていることから敷地高さを超える津波が発生する

現実的
．．．

可能性があること
．．．．．．．．

を認識していた。そして、調査の結果、敷地高さ＋１メー

トルの津波によって、タービン建屋等の大物搬入口等の開口部から建屋内への溢水

が生じることが確認されており、かつ、検証対象とされた全ての原子炉において、

溢水による非常用電源設備及びその附属設備の被水によって全交流電源喪失を来た

し、緊急時に炉心を冷却する機能を失う危険が高いことが報告されていた。 

（３）経済産業大臣の予見義務の怠り 

 ①２００２（平成１４）年までに津波に関する知見と事象が集積されていたこと、

②２００２（平成１４）年には、精度高く津波を推計することのできる「津波評価

技術」が実用化されたこと、③福島県沖の日本海溝寄りに明治三陸地震規模の津波

地震が発生する現実的な可能性があることを示した２００２年「長期評価」が発表

されたこと。経済産業大臣としては、この集積された知見と事象を適切に考慮すれ

ば、２００２年「長期評価」の判断どおり福島県沖の日本海溝寄りに明治三陸地震

規模の津波地震が発生した場合には、福島第一原子力発電所の主要な施設が設置さ

れている敷地高さＯ．Ｐ．＋１０メートルを平均して２メートル超える津波が襲来

する現実的な可能性があったこと、そして、そのような津波が襲来すれば、１号機

ないし４号機の非常用電源設備及びその附属設備が同時に被水して機能喪失し、全

交流電源喪失という事態に至ってしまう現実的な可能性があることを容易に認識で

きていた。 

経済産業大臣は、上記の知見と事象を考慮して、すみやかに、２００２年「長期

評価」の判断に基づき、明治三陸地震の波源モデルを福島県沖の日本海溝寄りに設

定し、「津波評価技術」の計算式を用いて津波浸水予測の計算を行い、津波予見をす

ることが必要であること、さらにその予見の結果に基づいて、福島第一原子力発電

所の１号機ないし４号機の非常用電源設備及びその附属設備を津波から防護するた

めの対策をとることが必要であることを認識すべきであった。 
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さらに２００３（平成１５）年から２００６（平成１８）年までにスマトラ島沖

地震に伴う津波及び米国キウォーニー原子力発電所における内部溢水事故の発生を

受けて設置された溢水勉強会において、敷地高さを１メートル超える津波によって、

検討対象とされた全ての原子炉において、建屋への浸水がありうること及び建屋内

への溢水によって非常用電源設備及びその附属設備等の重要な安全設備が機能喪失

に至ることが改めて確認されている。福島第一原子力発電所においても、敷地高さ

を１メートル超える津波によって、タービン建屋等の大物搬入口等の開口部から建

屋内への溢水が生じることが具体的に確認されており、かつ、溢水による非常用電

源設備及びその附属設備の被水によって全交流電源喪失を来たすことが確認された。 

 にもかかわらず、経済産業大臣は、２００６（平成１８）年に、あるいはその後

においても、２００２年「長期評価」に基づく詳細な津波浸水予測計算によって津

波を予見することをしなかった。 

（４）経済産業大臣の予見義務の怠りが必然的に適時かつ適切な権限行使の怠りと

なること 

 経済産業大臣は、上記のとおり２００２年「長期評価」に基づく詳細な津波浸水

予測計算によって津波を予見する義務を怠った。このことは、経済産業大臣が２０

０２年「長期評価」の想定を否定し、「津波評価技術」に基づく既往最大津波の想定

で足りるとの方針をとったことを意味する。当然、経済産業大臣が電気事業法３９

条から委任を受けた津波防護に関する技術基準を適切に定める権限行使をすること

の怠りとなるし、被告東京電力に対し、電気事業法４０条に基づいて、福島第一原

子力発電所の１号機ないし４号機の敷地高さを超える津波防護対策をとることにつ

いて適切な権限行使をすることの怠りとなる。 

４ 現実に、経済産業大臣の権限行使の怠りが、被告東京電力の津波防護対策の怠

りをもたらし、本件原発事故となったこと 

ア 被告東京電力は、２００２（平成１４）年３月には、「津波評価技術」を用いて、

１９３８（昭和１３）年の塩屋崎沖地震（福島県東方沖地震）の波源モデルを設定
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して推計を行い、その結果として、福島第一原子力発電所においてＯ．Ｐ．＋５．

４～５．７メートルの津波水位を予見したことに基づいた浸水防止対策を実施した。 

２００２（平成１４）年７月に発表された２００２年「長期評価」において、地震

学の最新の知見を踏まえて、明治三陸地震と「同様の地震は三陸沖北部から房総沖

の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性がある」と指摘された。しかし、被

告東京電力はすみやかに２００２年「長期評価」に基づく津波浸水予測計算をし直

すことをしなかった。 

イ 原子力安全・保安院は、２００６（平成１８）年１月以降、溢水勉強会におけ

る検討を進めていたが、その途上である２００６（平成１８）年９月１９日に、原

子力安全委員会が「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」を改訂し公表し

た。改訂された耐震設計審査指針には、「８．地震随伴事象に対する考慮」として「施

設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適

切な津波によっても、施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと」と

いう規定が盛り込まれることとなった。これを受け、原子力安全・保安院は、「溢水

勉強会では津波対策に係る勉強を進めてきたが、耐震設計審査指針の改訂に伴い、

地震随伴事象として津波評価を行うことから、外部溢水に係る津波の対応は耐震バ

ックチェックに委ねることとした」。 

しかし、現実には、原子力安全・保安院は、耐震バックチェックに際して、津波

の想定に関しては、２００２年「長期評価」の示す知見を考慮することを求めず、

「津波評価技術」を前提とした検討を求めるに留まった。 

ウ 被告東京電力は、２００９（平成２１）年６月完了予定で、福島第一原子力発

電所の耐震バックチェックを進めている過程で、被告東京電力の原子力設備管理部

新潟中越沖地震対策センター土木調査グループ（以下、「土木調査グループ」とい

う。）において、２００７（平成１９）年１２月には、耐震バックチェックにおい

て、２００２年「長期評価」の知見を取り込む方針で進められることになった。 

そして、２００８（平成２０）年３月１８日には、被告東京電力において、２０



79 

 

０２年「長期評価」を用い、明治三陸地震の津波の波源モデルを福島県沖海溝寄り

に設定した場合の津波水位の最大値が敷地南側でＯ．Ｐ．＋１５．７メートルとな

ること及び４号機周辺においては２．６メートル、そして１号機周辺においては１．

０メートル程度の浸水深がもたらされるとの２００８年推計結果が出された。 

さらに、２００８（平成２０）年８月２２日、被告東京電力の土木調査グループ

は、２００２年「長期評価」を用い、延宝房総沖地震の波源モデルを福島県沖海溝

寄りに設定した場合の津波水位の推計結果も調査した。それによれば、延宝房総沖

地震の波源モデルによる推計によっても、敷地南部でＯ．Ｐ．＋１３．６メートル

の津波高さとなり、主要建屋敷地が浸水する可能性があることが示された。 

エ しかし、被告東京電力は、２００８（平成２０）年７月３１日、２００８年推

計を採用せず、耐震バックチェックにおいては敷地高さを超える津波の襲来を示す

２００２年「長期評価」は取り入れず、「津波評価技術」に基づいて実施する方針を

とった。そのため、被告東京電力は、福島第一原子力発電所において、主要施設の

設置された敷地高さＯ．Ｐ．＋１３．６メートルないしＯ．Ｐ．＋１５．７メート

ルを超える津波を想定した対策をとらなかった。 

（原告ら準備書面（４２）、同最終準備書面（第２分冊）２８４～３０２頁） 

５ 被告国がとった措置に本件原発事故防止の実効性がなかったこと 

被告国は、電気事業法等の趣旨・目的に鑑みれば当然に考慮すべき２００２年「長

期評価」を考慮せず、予見義務を怠ったがために、同「長期評価」に基づいて当然

に予見が可能であった敷地高さを超える津波（２００８年推計に基づく津波）に対

する防護対策について、被告東京電力に対して実効性ある行政上の措置を講じるこ

とは皆無であった。 

（原告ら準備書面（２３）、同（２７）、同最終準備書面（第２分冊３０２～３０４

頁） 

６ 結論 

 スマトラ沖地震に伴う津波によるマドラス原子力発電所の被水事故などを踏ま
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え、原子力安全・保安院等が主催する安全情報検討会において、津波等の外部溢水

事故対策を講じないと「不作為を問われる」という認識をもって、２００６（平成

１８）年に溢水勉強会が設置された。そこでの調査に基づき、原子力安全・保安院

は、主要建屋敷地高さを超える津波によって非常用電源設備及びその附属設備が被

水し全交流電源喪失に陥ることを確認し、とりわけ福島第一原子力発電所において

はタービン建屋への浸水経路まで正確に予見することができた。 

２００６（平成１８）年９月に耐震設計審査指針の改訂がなされ、地震動につい

ては「残余のリスク」を考慮すべきこと、津波についても「地震随伴事象」として

対応すべきことが規定された。原子力安全・保安院は、溢水勉強会における検討結

果を、耐震バックチェックに引き継ぐことに決めた。しかし、原子力安全・保安院

は、耐震バックチェックにおいても、２００２年「長期評価」に基づく津波予測を

求めず、「津波評価技術」に基づく想定（既往最大の地震想定）で足りるとした。 

 ２００８（平成２０）年には被告東京電力の内部においても、２００２年「長期

評価」の地震想定を防護の前提とすべきという方針が示され２００８年推計の調査

結果を得たが、被告東京電力は、最終的には、原子力安全・保安院が示す「耐震バ

ックチェックは津波評価技術の想定（既往最大の地震）で足りる」という判断に従

って、方針変更されるに至ったのである。 

 経済産業大臣が、遅くとも、２００６（平成１８）年９月に改訂された新耐震設

計審査指針に基づく耐震バックチェックの段階で、２００２年「長期評価」の判断

に基づき、明治三陸地震の波源モデルを福島県沖の日本海溝寄りに設定し、津波評

価技術の計算式を用いて津波浸水予測の計算を行って津波予見をすること及びその

予見の結果に基づいて、福島第一原子力発電所の１号機ないし４号機の非常用電源

設備及びその附属設備を津波から防護するための対策をとることを考慮して、被告

東京電力に対し、適切な津波防護の措置をとるという実効性ある行政上の措置をと

っていれば、被告東京電力がすみやかに２００８年推計を実施し、これに基づいて

適切な津波防護対策をとることは技術的に可能であったのであり、この対策をとっ
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ていれば、本件津波による全交流電源喪失を防ぐことはできた。 

 原子力安全・保安院が２００２年「長期評価」の想定を考慮する必要がないとの

裁量判断をしたことは、次の２つの国家機関の判断にも反している。 

 １つは、原子力安全・保安院は、大規模地震対策特別措置法に基づく地震調査研

究推進本部の公的判断を考慮しなかった。 

 もう１つは、原子力安全委員会が２００６（平成１８）年９月１９日に耐震設計

審査指針の改訂を行ったが、原子力安全・保安院はこれを考慮しなかった。わが国

における原子力安全確保の「要」である原子力安全委員会は改訂した耐震設計審査

指針で、「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定す

ることが適切な津波によっても、施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがな

いこと」という規定を追加した。これは原子力安全委員会が、経済産業大臣が考慮

すべき津波としては、既往最大の津波では足りず、「施設の供用期間中に極めてまれ

ではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波」まで考慮すること

を求めたものと解される。ところが、原子力安全・保安院は、その改訂直後の耐震

バックチェックにおいて、この指針を考慮せず、「既往最大の想定」で足りるとした。 

 この２つの判断をも考慮しなかった経済産業大臣の裁量は著しく合理性を欠く

と認められる。 

 よって、経済産業大臣が、２００６（平成１８）年までに、省令６２号４条１項

の改正が必要な場合にはそれも行った上で、被告東京電力に対し、２－３－３記載

の津波に対する防護措置を義務づける技術基準適合命令を発しなかったことは、そ

の権限を定めた電気事業法等の法令の趣旨、目的や、その性質に照らし、具体的事

情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認

められ、その不行使により被害を受けた原告らとの関係において、国賠法１条１項

の適用上違法となる。                             

２－４「独立性」欠如是正義務に関する規制権限不行使の違法性 

２－４－１ 回避義務 
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１ 「独立性」欠如是正義務の内容 

福島第一原子力発電所１号機ないし４号機において、既設の非常用ディーゼル発

電機、配電盤等の非常用電源設備及びその附属設備とは別に、Ｏ．Ｐ．＋３２メー

トルの高台等の被水の可能性のない高所に、各号機ごとに、海水による冷却を必要

としない非常用電源設備及びその附属設備（当然ながら非常用高圧配電盤及び非常

用低圧配電盤を含む。）を設置すること。ここにいう海水による冷却を必要としない

非常用電源設備としては、空冷式ディーゼル発電機とガスタービン発電機があるが、

どちらを選択するかは被告東京電力の判断による。 

２ 技術的可能性と予想される工期について 

２００２（平成１４）年時点で、上記の対策は技術的可能性があったし、被告東

京電力が２００２（平成１４）年以降、遅くとも２００６（平成１８）年までに上

記の工事に着手すれば、遅くとも２００９（平成２１）年にはすべての工事を完了

することができた。 

（原告ら準備書面（３９）） 

２―４－２ 回避可能性 

Ｏ．Ｐ．＋３２メートルの高台等の被水の可能性のない高所に、各号機ごとに、

海水による冷却を必要としない非常用電源設備及びその附属設備（当然ながら非常

用高圧配電盤及び非常用低圧配電盤を含む。）を設置していれば、津波の影響を絶対

に受けることはないので、仮に既設の非常用ディーゼル発電機、配電盤等の非常用

電源設備及びその附属設備が本件津波によりすべて機能喪失になった場合でも、全

交流電源喪失を回避することが可能であった。 

２－４－３ その他の事情 

２－３－５を援用する。 

２－５ シビアアクシデント対策義務（代替設備確保義務）に関する規制権限不行

使の違法性 

２－５－１ 回避義務 
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１ 非常用電源設備及びその附属設備の代替設備 

（１）内容 

・「独立性」欠如是正措置としてＯ．Ｐ．＋３２メートルの高台に空冷式非常用デ

ィーゼル発電機及びその附属設備を設置した場合に、これとは別に高台にガスター

ビン発電機及びその附属設備を設置すれば代替設備としても機能すること。 

・緊急車輌（交流電源車・直流電源車）を配備すること。 

・計器類のための十分な容量をもつ非常用電池をタービン建屋内の高所またはＯ．

Ｐ．＋３２メートルの高台に配備すること。 

（２）技術的可能性と予想される工期について 

２００２（平成１４）年時点で、上記対策は技術的可能性があったし、被告東京

電力が２００２（平成１４）年以降、遅くとも２００６（平成１８）年までに上記

対策の工事に着手すれば、遅くとも２００９（平成２１）年にはすべての工事を完

了することができた。 

（原告ら準備書面（３９）） 

２ 最終ヒートシンクの代替設備 

（１）内容 

 ア 淡水貯槽および原子炉建屋までの配管をすること。 

 イ 空冷式熱交換機（緊急熱交換機）を配備すること。 

 ウ 車輌搭載型可搬型注水ポンプ（補機冷却用）を配備すること。 

 エ 可搬型大動力ポンプの確保およびそのための建屋外部接続口・建屋内注水配

管（原子炉冷却用）を配備すること。 

（２）技術的可能性と予想される工期について 

２００２（平成１４）年時点で、上記対策は技術的可能性があったし、被告東京

電力が２００２（平成１４）年以降、遅くとも２００６（平成１８）年までに上記

の対策工事に着手すれば、遅くとも２００９（平成２１）年にはすべての工事を完

了することができた。 
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（原告ら準備書面（３９）） 

２－５－２回避可能性 

１ 上記２－５－１の１の電源の代替設備の措置が講じられていれば、それのみで

結果回避が可能であったこと 

具体的には、１の（１）のガスタービン発電機とその附属設備の設置があればこ

れ単体で電源が確保されるので結果回避可能であった。 

緊急車輌（交流電源車・直流電源車）の配備及び十分な容量を持つ非常用電池の

配備についても、それぞれ単独でも、交流電源を必要としない非常用復水器（ＩＣ・

１号機）、原子炉隔離時冷却系（ＲＣＩＣ・２ないし４号機）及び高圧注水系（ＨＰ

ＣＩ・１ないし４号機）などの操作が可能となることから、これらの非常用冷却系

によって炉心冷却を行うこと（その間に復旧措置を講じること）により結果回避は

可能であった。 

仮に、各措置によっては、それぞれ単独では結果の回避ができたとはいえない場

合であったとしても、これらの各措置が重層的に講じられていれば、結果の回避は

可能であった。 

なお、緊急車輌（交流電源車・直流電源車）や非常用電池から上記の非常用冷却

系の各機器への電源の供給に際しては、非常用高圧配電盤又は非常用低圧配電盤を

介する必要はなく直接の供給が可能である。 

２ 上記の２－５－１の２最終ヒートシンクの代替設備について 

上記２－５－１の２（１）最終ヒートシンクの代替設備については、少なくとも、

ア、イ、ウ及びエの措置が全て講じられていれば、これにより炉心に冷却用の水を

注入することが可能となり、結果の回避が可能であった。 

３ 電源と冷却用の水、最終ヒートシンクの代替設備による結果回避 

なお、仮に、上記２－５－１の１の（１）の防護措置のみ、又は２－５－１の２

の（１）の防護措置のみによっては、結果の回避が可能だったとまでいえない場合

であっても、１の（１）の防護措置の全部及び２の（１）の防護措置の全部を併せ
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講じていれば、本件津波に対しても結果の回避は可能であった。 

２－５－３ その他の事情 

２－３－５を援用する。 

２－６ 相互の保証について 

 原告らの中には外国籍保持者が存する。国籍国は、大韓民国（以下「韓国」とい

う。）、中華人民共和国（以下「中国」という。）、フィリピン共和国（以下「フィリ

ピン」という。）及びウクライナである。これらの原告らについては、国家賠償法６

条により、相互の保証があるときに限り、同法が適用される。すなわち、当該外国

籍保持者の本国において日本国籍保持者が被害者となった場合に、その国から日本

国籍保持者が日本の国家賠償法と同一か、またはそれよりも厳重でない要件で賠償

を受けることが必要とされている。 

 相互保証の程度については、「全く同一であることを必要とせず、重要な点で同一

であれば足りる」と解するのが一般的である。また、ある主体の行為にかかる責任

を法律において規定した場合、かかる責任を生ぜしめる行為としては、作為・不作

為を問わないとするのが、法の一般原則に照らして、素直な法解釈であり、仮に不

作為を排除する趣旨であれば、その旨を規定するのが一般的である。規定上、何ら

の限定もなされていないものを、解釈によって、不作為を排除するとの運用がなさ

れているのであれば、かかる解釈上の限定は、いわば原則に対する例外ということ

ができ、そのようになされていることは、その解釈によって利益を得る者が主張立

証すべきである。 

以下のとおり、いずれの国籍国の原告についても、相互保証が認められる。 

２－６－１ 韓国について  

 韓国の国家賠償法２条１項本文は、「国家又は地方自治団体は、公務員がその職務

を執行するに当たり、故意又は過失で法令に違反して他人に損害を加え、又は自動

車損害賠償保障法の規定により損害賠償の責任があるときは、この法律によりその

損害を賠償しなければならない」とし、同法７条は、「この法律は、外国人が被害者
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の場合には、相互の保証があるときに限り適用する」と規定している。この規定は

重要な点で同一と評価でき、作為と不作為をとくに区別する旨の規定もない。これ

までの裁判例でも相互保証が肯定されている。 

２－６－２ 中国について 

 中国では、公務員の行為によって私人に生じた損害の賠償を求める場合、国家賠

償法に基づくものとされ、相互保証主義が規定されている。 

 また、同法によることなく、権利侵害責任法等を根拠として請求が認められる可

能性があるところ、権利侵害責任法によれば、第８章が「環境汚染責任」とされて

おり、環境を汚染したことにより損害を生じさせた場合には、汚染者は権利侵害責

任を負わなければならないとされている（６５条）。損害賠償の範囲については、人

身権益を侵害し、重大な精神的損害を生じさせた場合には、その賠償を請求するこ

とができるとされており（２２条）、わが国の国家賠償法所定の要件と重要な点で異

ならない要件の下に、請求が認められている。 

２－６－３ フィリピンについて 

 フィリピンでは、民法等により一定の場合に国又は地方自治体が損害賠償責任を

負うとされ、フィリピン籍か外国籍かで取扱いに差異はない。国はその同意がなけ

れば訴えられることはないと憲法に規定されているが、地方公共団体は、人の死傷

又は財産権の侵害に対する損害賠償について免責されない。主権免責が適用される

場合があるとしても絶対ではなく、国も明示的に又は黙示的に訴訟への同意をする

ことができ、地方自治体及びその職員に対する訴訟は許可されるとされている。そ

の場合、国は民法等に基づき私人に対する賠償義務を負い、賠償の対象となる損害

には慰謝料が含まれる。相互保証を条件とすることなく、外国籍保持者も賠償を受

けられる。 

２－６－４ ウクライナについて 

 ウクライナ憲法５６条は、「各人は、国家権力機関および地方自治機関及びそれら

の役職者・職員がその権限を遂行するに際しての、違法な決定や行為および不作為
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により与えられた物的被害および精神的被害を、国家または地方自治体機関によっ

て補償される権利を有する」と規定し、これを受け、ウクライナ民法１１７３条は、

「国家権力機関、クリミア自治共和国権力機関または地方自治体の機関が、その権

限を遂行するに際しての違法な決定や行為、不作為により個人または法人に対して

与えられた被害は、これらの機関の故意または過失にかかわりなく、国家権力機関、

クリミア自治共和国権力機関または地方自治体の機関により補償される」と規定し

ている。 

 また、ウクライナ憲法２６条は、「ウクライナの憲法や法律、国際合意によって定

められた例外を除き、ウクライナに滞在している外国籍者及び無国籍者は、法的根

拠に基づき、ウクライナ国民と同等の権利及び自由を認められ、ウクライナ国民と

同等の義務を負う。外国籍者や無国籍者には法律で定められた手続きにより亡命が

認められる」と規定し、外国籍保持者にも国民と同等の権利が原則的に保障され、

国に対する損害賠償請求権も認められている。                                 

３ 被告東京電力の損害賠償責任 

３－１ 一般不法行為に基づく請求の可否 

１ 原告らが民法７０９条によって請求することの意義 

原告らは、被告東京電力に対し、原告らが被った深刻な被害が被告東京電力の「故

意とも同視し得る重大な過失」によってもたらされたものであることを理由として、

民法７０９条に基づき損害賠償（慰謝料）等を請求している。 

不法行為法の原則規定である民法７０９条が、責任要件として故意又は過失を要

求している趣旨は、故意又は過失という「非難性」を帰責の根拠とする近代市民法

の大原則である過失責任主義である。原告らは、その過失責任主義に基づいて、自

らが被った損害について賠償がなされることを求めている。加害者の非難性（故意

又は過失）を前提とした民法７０９条等の不法行為責任を問うか、その非難性の立

証を不要として無過失責任として賠償請求をするかは被害者の選択に委ねられるの

であり、加害者が、選択するものではあり得ない。その被害者の選択（非難性を前
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提とした請求）を制限するには、明文の規定が必要であるところ、原賠法にそのよ

うな明文規定は存在しない。 

なお、被告東京電力による住民の法益に対する重大な侵害行為については、ひと

り不法行為法の領域においてのみ、その非難性が問題となるものではない。すなわ

ち、被告東京電力の旧経営者に対する検察審査会の起訴議決に基づく強制起訴、原

子炉の安全確保のための規制法令に違反する行政法上の違法性も問題となっており、

その何れも非難性が問われている。不法行為法という私法の領域においてのみ非難

性の審査を免れることは、未だに非難性に基礎を置く賠償責任を認めようとしない

被告東京電力に対し、私法の領域においてのみ永続的に特権を与えることになり著

しく不合理である。 

２ 特別法が一般法による請求を排除するには明文の根拠を要すること 

 ある社会的事実が複数の「拠権規範」の要件を充足する場合、それぞれの拠権規

範ごとの請求権が競合して発生することになる。それぞれの拠権規範に基づく訴訟

物（請求権）が競合して成立するのであって、いわゆる特別法と一般法においても

同様である。特別法たる拠権規範が、一般法たる拠権規範による請求権の発生を阻

害することは、以上の命題に変更を迫るものであるが、そのような変更には特別法

による明文に基づく一般法の適用排除が必要となる。 

 実際、不法行為法の特別法である自動車損害賠償法３条、独占禁止法２５条、製

造物責任法３条及び鉱業法３条は、民法７０９条等による請求を排除していないこ

とは被告東京電力も認めるとおりである（最高裁判所も、自動車損害賠償法３条が

適用される場面において民法７１５条による請求を認めている。）。 

 原賠法においては、同法４条３項が、商法７９８条１項、船主責任制限法及び製

造物責任法を明示的に排除しているのに対し、民法７０９条以下の不法行為責任は

あえて排除されていない。 

３ 原賠法は民法７０９条による請求を排除しないこと 

 被告東京電力が主張する原賠法が民法７０９条の適用を排除する根拠は、原賠法
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４条１項の責任集中、同法５条の求償権行使の故意限定、同法１６条１項の政府に

よる援助という他の法令には存しない特別の規定が組み合わさることによって、完

結した原子力損害賠償に係る法制度が定められている、というものである。 

 しかし、原子力事業者が故意又は過失によって原子力損害を生じさせた場合、一

般不法行為法たる民法７０９条に基づく損害賠償責任が成立する一方で、原賠法３

条１項に基づく損害賠償責任も成立する（上述の請求権の競合）。そうであれば、結

局は、上述の３つの規定（原賠法４条１項、５条、１６条１項）も当然に適用され

ると解されるのであって、被告東京電力の主張は失当である。原賠法１条に定める

「原子力事業の健全な発達」という同法の目的からしても、原子力事業者への責任

集中（同法４条１項）及び求償権行使の故意限定（同法５条）は適用され、「被害者

の保護」という同法の目的からしても政府による援助の定め（同法１６条１項）は

適用される。 

 なお、自動車損害賠償法も強制保険・共済制度を導入し、被害者から保険会社へ

の直接請求権を認めるなど特殊な法体系を形成しているが、上述のとおり、民法７

０９条又は同法７１５条による請求は認められている（損害賠償を担保するための

供託強制等を定める鉱業法も同様である。）。 

４ 民法７０９条の適用に関する裁判例について 

 被告東京電力が引用する水戸地裁２００８（平成２０）年２月２７日判決は、原

賠法４条１項が主要な争点となったものであり、原子力事業者に対する民法７０９

条による請求を排除したとする判示も「特別法が一般法に優先する」というものに

過ぎない。東京地裁２００４（平成１６）年９月２７日判決については、本訴訟と

は異なり、民法７０９条に基づく請求を予備的に行っていたものであり、原賠法３

条１項による主位的請求が認められているのであって、民法７０９条による請求の

可否への判断は不要だった事案である。いずれの裁判例も先例的価値に欠ける。 

（原告ら準備書面（１５）、同（２０）、最終準備書面第３分冊第４編第１章） 

３－２ 請求の適法性  
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 ２－１を援用する。 

３－３ 請求権の成否 

１ 原告らが主張する被告東京電力の侵害行為 

被告東京電力は、原子炉施設を運転する者として、原子炉による重大な事故が万

が一にも起こらないようにするために、最新の科学技術水準に即応して原子炉施設

の安全性を確保する防護措置を実施すべき高度の注意義務を負っており、また、被

告東京電力は、電気事業法３９条１項に基づいてその設置する原子炉施設を省令６

２号に適合させるべき公法上の義務をも負っていたのであるから、２００２（平成

１４）年中、どんなに遅くとも２００６（平成１８年）までには、２００２年「長

期評価」の津波地震の想定に基づいて、福島第一原子力発電所の１号機ないし４号

機の主要建屋敷地高さ（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）を超える津波から上記各号機の

非常用電源設備及びその附属設備を防護すべき各種の措置（①浸水防止設備等の津

波による被水を防止すべき措置、②外部事象に対する「独立性」欠如を是正すべき

措置、③万が一の全交流電源喪失に対して代替設備を設置する措置）を講じて津波

に対する安全性を確保すべきであったにもかかわらず、「津波評価技術」が前提とす

る「既往最大の地震・津波」による想定で足りるものとし、本件津波の襲来に至る

まで、上記の敷地高さを超える津波に対する防護措置を講じないまま福島第一原子

力発電所の１号機ないし４号機の運転を行い、その結果として、本件津波に起因す

る全交流電源喪失に基づく過酷事故を惹起せしめて大量の放射性物質を放出させ、

もって原告らに甚大な損害を生ぜしめたものである。 

よって、被告東京電力は、「敷地高さを超える津波に対する防護措置を講じない

まま福島第一原子力発電所の１号機ないし４号機の運転を行う」という加害行為に

よって原告らが被った損害の全部に対して、民法７０９条（予備的には原賠法３条

１項）に基づいて賠償義務を負うものである。 

２ 被告東京電力が負う注意義務の内容 

 原子炉施設は極めて高度な科学技術の集積によって構成されているところ、科学
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的、専門技術的知見は不断に進歩、発展しているのであるから、原子炉施設を設置・

運転する者は、設置許可の当時に得られていた科学技術水準に安住することは許さ

れないのであり、原子炉施設の安全性の確保に関連する各領域（地震学もそのひと

つである。）の科学的、専門技術的知見の水準について、調査・研究を尽くした上で

の最新の科学技術水準への即応を行っていくことが求められる。 

 電気事業者が負担する結果（損害）回避義務は、より詳細に整理すれば、①原子

炉施設の安全性の確保に関連する各領域の科学的、専門技術的知見の水準について

調査・研究を尽くし重大事故の原因となり得る事態を予測すること（予見義務）及

び②この予見義務を尽くして得られた知見を前提として重大事故を回避するために

必要とされる具体的な結果回避措置を講じること（以下では単に「狭義の結果回避

義務」という。）の２つの義務に整理される。 

そして、原子炉施設においては、被害発生が具体的に予想される場合（「明白な

危険」又は「具体的な危険」）に達しておらず、被害発生の抽象的な危険の存在が想

定される場合においても、被害発生の危険性に関する情報を収集し、調査・研究を

尽くし、被害の発生を予見し結果回避に努めるべきである。 

電気事業者の予見義務は、狭義の結果回避義務の前提をなすものでもあり、予見

義務の不履行がある場合は、必然的に被害発生が不可避なものとなることから、予

見義務の不履行自体が（広義の）結果回避義務違反に当たる。 

  また、予見可能性の有無についての判断は、予見義務、すなわち情報収集、調査・

研究を尽くした結果をも含めてなされる必要がある。なぜなら、そうでなければ、

予見義務を尽くさなかった者が、予見義務違反があるにもかかわらず予見可能性が

なかったとして責任を免れてしまう背理を来すからである。 

３ 本件における被告東京電力が負った具体的な予見義務の内容 

（１）２００２（平成１４）年以降の被告東京電力の具体的な予見義務 

 被告東京電力は、２００２年「長期評価」が公表された同年中には、２００２年

「長期評価」の示す「福島県沖を含む三陸沖北部から房総沖の日本海溝沿いのどこ
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でも明治三陸地震と同程度の津波地震が起こり得る」という地震調査研究推進本部

の判断をもとに、「津波評価技術」の推計手法に基づいて津波浸水予測計算を行い、

福島第一原子力発電所に襲来することが想定される津波の浸水高を予見すべき義務

があったというべきである（２００２年「長期評価」の信頼性と「津波評価技術」

の波源モデル設定の限界については、被告国の責任に関して既に述べたとおりであ

り、これを援用する。） 。 

（２）「長期評価」に基づく津波浸水予測計算が行われるべきであったこと 

 被告東京電力は、「津波評価技術」が公表された翌月、２００２（平成１４）年３

月には、１９３８（昭和１３）年の塩屋崎沖地震（福島県東方沖地震）の波源モデ

ルを設定し、「津波評価技術」に基づく計算手法に基づいて、福島第一原子力発電所

への津波浸水計算を行っている（２００２年推計）。２００２年推計によりＯ.Ｐ.＋

５．４～５．７メートルの推計結果を受けて被告東京電力は、ポンプ用モーターの

かさ上げや建屋貫通部等の浸水防止対策などの対策を実施した。 

 また、２００２年「長期評価」の公表の１週間後には、被告東京電力の社内で津

波想定を担当する者は、地震本部で２００２年「長期評価」を取りまとめた海溝型

分科会委員に意見照会の電子メールを送っているが、その中で当該担当者は「（土木

学会と）異なる見解が示されたことから若干困惑しております。」としている。 

以上から、被告東京電力としては、２００２年「長期評価」の公表後、すみやか

に、２００２年「長期評価」の示す地震想定を前提として、「津波評価技術」の推計

手法を用いて福島第一原子力発電所に想定される浸水高を確認して予見義務を尽く

すべきことは当然であったといえる。 

４ 被告東京電力による予見義務違反 

 しかるに被告東京電力は、２００２年「長期評価」の公表後も、その示す地震想

定を前提とし「津波評価技術」の推計手法を用いた津波浸水予測計算を行って、福

島第一原子力発電所に襲来すると想定される津波の浸水高を予見すべき注意義務

（予見義務）に反して、こうした浸水高の確認を怠った。 
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 仮に、こうした津波浸水予測計算を実施していれば、後に２００８（平成２０）

年に被告東京電力が行ったいわゆる「２００８年推計」と同様の浸水高があり得る

ことを容易に確認することができたのであり、福島第一原子力発電所の敷地南部で

Ｏ．Ｐ．+１５．７メートル、主要建屋付近でＯ．Ｐ．+１１～１２．６メートル程

度の浸水高の津波の襲来を予見することが可能だった。 

 なお、被告東京電力は、２００８（平成２０）年には、２００２年「長期評価」

の地震想定に基づいて「津波評価技術」の推計手法を用いて２００８年推計を実施

し、前記のとおり、福島第一原子力発電所の主要建屋敷地高さを大きく越える津波

の襲来があり得ることを示す結果を得た。しかるに、被告東京電力は、この推計結

果については、合理的な根拠もないまま、あくまで仮の試算に過ぎず信頼性が乏し

いとして、最終的には敷地高さを超える津波の可能性を示すものとは評価せず、予

見義務に反する行動をとり続け、結果として、敷地高さを超える津波に対する防護

措置を講じるという後述の狭義の結果回避義務違反をも犯すこととなった。 

５ 被告東京電力が負った狭義の結果回避義務とその違反 

 仮に、被告東京電力が上記した予見義務を尽くしていれば、主要建屋敷地高さを

１～２．６メートル程度超える浸水高の津波を予見することができたのであるから、

これを前提として、非常用電源設備及びその附属設備が津波による被水から機能喪

失し、その結果として全交流電源喪失に陥る事態を回避するための防護措置を講じ

ることが当然に求められるところである。 

 また、万が一、こうした防護措置が功を奏さず非常用電源設備及びその附属設備

が機能喪失した場合に備えて、すみやかにその機能を果たすべき代替設備の設置を

行うべきであったといえる（被告東京電力が講ずべきであった具体的な措置につい

ては、被告国の結果回避義務に関連して既に詳述したとおりである。）。 

 しかし、被告東京電力は、予見義務を尽くさなかったことの当然の結果として、

狭義の結果回避義務を尽くすことは一切なかったが、その義務違反は、極めて重大

であり、故意とも同視し得る重大な過失といえる。 



94 

 

６ 原賠法３条１項に基づく被告東京電力の損害賠償責任 

予備的な請求である原賠法３条１項に基づく損害賠償請求については、「故意又

は過失」という要件が不要とされる以外は、民法７０９条の要件と実質的に同様と

解されるので、上記５までの主張を援用し、特別に論じることはしない。 

（原告ら最終準備書面（第３分冊）第１章・第２章） 

４ 損害 

４－１ 平穏生活権侵害 

  ※ なお、本項の表題は「平穏生活権侵害」であるが、平成２５年（ワ）第３

８号外のいわゆる「原状回復請求訴訟」における請求の趣旨第２項・同３項

の慰謝料請求にかかる被侵害法益については、原告ら準備書面（被害総論１

４）において述べたとおり、「包括的生活利益としての人格権」侵害と整理

している。そのため、本項については、その表題にかかわらず、「包括的生

活利益としての人格権」侵害による損害について論じる。 

１ 被侵害法益の内容 

 本件原発事故とこれに伴う放射性物質による生活環境の汚染により、放射性物質

に汚染された地域に本件原発事故当時居住していた本件原告らは、様々な態様にお

いて、現実の生活の破壊や変容等の被害が生じ、これによる損害を蒙っている。原

告らが、居住地域の放射性物質汚染によって蒙った様々な生活破壊・変容には、「放

射線被ばくによる健康影響への恐怖や不安にさらされることなく平穏な生活を営む

権利（生命・身体に直結する平穏生活権）」の侵害による被害（例えば、放射線被ば

くを回避するためにとった措置による様々な生活上の不利益等）も含まれるが、そ

れよりも広く、家族や地域社会等における人間関係の破壊・変容、職業生活におけ

る生きがいの喪失等の種々の被害が含まれる。これを整理すれば、「生存と人格形成

の基盤の法益が破壊・損傷を受けたこと」と「幸福追求・価値を選択しながら普通

の日常生活を営む法益が破壊・損傷を受けたこと」に大別することができる。 

２ 政府による避難等の指示に基づく避難者の包括的生活利益の侵害 
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 政府による避難等の指示により避難を余儀なくされた避難者原告においては、避

難により「生存と人格形成の基盤」そのものから切り離され、これを活用すること

が不可能となり、その結果として「日常の幸福追求による自己実現」の機会を奪わ

れた。先祖から引き継ぎ、その人生を通じて滋養してきた「生存と人格形成の基盤」

を、長期間の避難生活が続いた本件提訴時点において、あるいは遅くとも本件口頭

弁論終結時点において、確定的・不可逆的に喪失した。また、本件原発事故直後に

おける避難生活の過酷さや、「生存と人格形成の基盤」から切り離された結果として、

ふるさとの自然やその中での生活を享受できなくなったこと、生きがいとしてきた

生業を奪われたこと、家族・親族の離散や、近隣住民等との人間関係の崩壊など、

「日常の幸福追求による自己実現」の機会を奪われるという損害を蒙った。 

その損害は、中間指針等が認める慰謝料額を控除しても、少なくとも月額５万円

を下回るものではない。 

 他方で、この「日常の幸福追求による自己実現」の機会が奪われたことによる損

害と、本件原発事故当時までに各原告に蓄積されてきた「生存と人格形成の基盤」

が破壊・損傷されたという損害とは別個のものとして評価されるべきものであって、

「日常の幸福追求による自己実現」の阻害にかかる慰謝料（中間指針等に言う「日

常生活阻害慰謝料」）によって、「生存と人格形成の基盤」の破壊・損傷による損害

が填補されるものではない。 

３ いわゆる「自主的避難者」の包括的生活利益の侵害 

 本件原発事故当時、避難指示等対象区域以外に居住しており、政府による避難等

の指示によらずに避難をした、いわゆる「自主的避難者」原告においては、まず、

自ら避難すべきか否かという選択を迫られ、選択を余儀なくされた。 

 避難とは、最も確実な被ばく回避措置である。その反面、避難をした者は、これ

まで、利用するとともに自ら滋養・蓄積増強してきた「生存と人格形成の基盤」か

ら切り離され、その基盤の上での「日常の幸福追求による自己実現」の全てを失う

という甚大な被害を蒙ることとなる。 
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このように、「自主的避難者」においては、政府による避難等の指示こそないも

のの、放射線被ばく回避のために避難を余儀なくされたことにより「生存と人格形

成の基盤」の利用が阻害され、その結果として「日常の幸福追求による自己実現」

の機会が奪われるという損害が生じている。したがって、政府による避難等の指示

による避難者に準じて「日常の幸福追求による自己実現」の法益侵害に伴う慰謝料

が認められるべきである。 

そして、避難指示等対象区域以外に居住していた「自主避難者」原告のうち、中

間指針等にいう「自主的避難等対象区域」等の居住者については、中間指針等や被

告東京電力の自主賠償基準に基づく賠償金を受領した者もいるが、この賠償金は、

いわゆる「自主的避難者」原告の「日常の幸福追求による自己実現」の法益侵害を

填補するには遠く及ばないものであり、その損害は、既払額を控除しても、少なく

とも月額５万円を下回るものではない。 

４ 滞在者の包括的生活利益の侵害 

 避難指示等対象区域以外の汚染地域に居住を続ける滞在者原告についても、原告

らが日常生活を営む地域環境が放射性物質に汚染されたことにより、「生存と人格形

成の基盤」が相当程度損傷されるに至っており、その基盤の上で営まれる「日常の

幸福追求による自己実現」の法益も相当程度に侵害されるということができる。避

難をせず汚染地域で生活することを選択した者は、放射線被ばくによって、将来の

生命・健康に対する影響を懸念し、自ら生活環境を除染する、外出をできるだけ控

える、飲料水や食品について汚染されていないものを購入する、等々の被ばく回避

措置を自ら講ずることを余儀なくされている。そして、被ばく回避措置を講じたと

しても、放射線被ばくを完全に免れることはできないから、将来の健康に対する不

安は継続し、子育てをしている親や祖父母は、子どもたちを守れないという葛藤、

不安、後悔を抱き続ける。そして、放射線被ばくの健康リスクに対する考え方の違

いから、家族関係、友人関係にも毀損が生じ、精神的苦痛を蒙ることとなる。 

このように、滞在者については、「生存と人格形成の基盤」の損傷が、「日常の幸
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福追求による自己実現」の法益侵害の原因になっていることから、前者の被害を後

者の損害に包摂して評価することが可能である。滞在者原告が蒙ったこうした損害

については、「原状回復請求訴訟」における請求の趣旨第２項・同３項の慰謝料をも

って慰謝すべきである。そして、避難指示等対象区域以外に居住していた滞在者原

告のうち、中間指針等にいう「自主的避難等対象区域」等の居住者については、中

間指針等や被告東京電力の自主賠償基準に基づく賠償金を受領した者もいるが、こ

の賠償金は、滞在者原告の「日常の幸福追求による自己実現」の法益侵害を填補す

るには遠く及ばないものであり、その損害は、既払額を控除しても、少なくとも月

額５万円を下回るものではない。 

５ 被告らの主張及びこれに対する反論 

（１）被告らの主張 

 被告東京電力は、「年間２０ミリシーベルトを大きく下回る放射線を受けたとして

も、違法に法的権利が侵害されたと評価することは困難と言うべきである」などと

主張し、また、被告国は、原告らの主張する法益侵害について「低線量の放射線の

影響等を踏まえて考えれば、中間指針等で示された賠償の範囲を越える部分につい

ては、本件原発事故との相当因果関係は認められない」などと主張する。 

（２）被告らの主張に対する反論 

 しかし、上記被告らの反論は、原告らの主張を正しく理解しないものである。原

告らが本件において法益侵害として主張しているのは、被ばくによるがん死亡など

の具体的健康影響の結果でもなければ、単に将来の健康リスクの高まりによる不安

という点にとどまるものでもない。本件原発事故とこれに伴う放射性物質汚染によ

って、政府等の指示により避難を余儀なくされ、また、被ばくを余儀なくされると

いう状況に置かれた原告らが、被ばくによって将来想定されうる健康影響の発生を

回避するために、（政府等の指示によるか否かを問わず）避難を含む被ばく回避措置

をとらざるを得ず、被ばく回避措置によって、「生存と人格形成の基盤」が破壊・損

傷され、あるいはその結果として「日常の幸福追求による自己実現」の機会が奪わ
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れ、本件原発事故前には当然に享受できていた様々な生活上の利益を毀損されたと

いう事実をもって、「包括的生活利益としての人格権」侵害と主張しているのである。 

 したがって、本件原発事故と原告らの「包括的生活利益としての人格権」侵害の

事実との間の相当因果関係等の判断にあたっては、放射線被ばくの健康影響につい

ての科学的知見のみならず、放射線による汚染の広がりと汚染の継続性、一般人の

リスク認知に関する心理的特性、行政や住民によって行われている被ばく回避措置

及びその費用負担のあり方等の社会的事実、本件原発事故に関する被告らの帰責性

等の事情を総合的に考慮して、一般人の判断基準によって判断されるべきである。 

 このような種々の事情を考慮した総合的な判断によれば、原告らに中間指針等で

示された賠償の範囲を優に越える損害があることは明らかであり、被告らの主張は

失当である。 

４－２ 「ふるさと喪失」損害 

 政府による避難等の指示により避難を余儀なくされた避難者原告においては、避

難により「生存と人格形成の基盤」そのものから切り離され、これを活用すること

が不可能となりその結果として「日常の幸福追求による自己実現」の機会を奪われ

た。先祖から引き継ぎ、その人生を通じて滋養してきた「生存と人格形成の基盤」

を、長期間の避難生活が続いた本件提訴時点において、あるいは遅くとも本件口頭

弁論終結時点において、確定的・不可逆的に喪失した。原告らは、これを「ふるさ

と喪失」損害という。かかる避難者原告については、避難に伴い「日常の幸福追求

による自己実現」を阻害されたことに対する慰謝料（日常生活阻害慰謝料）とは別

個に、本件原発事故までに形成した「生存と人格形成の基盤」が破壊・損傷され、

確定的・不可逆的に喪失したこと自体による損害も、独立した損害として評価され

るべきものである。本件原告らのうち、各人につき金２０００万円の慰謝料請求を

行っている者についての、この金２０００万円の慰謝料は、かかる「生存と人格形

成の基盤」の確定的・不可逆的喪失に対するものである（「ふるさと喪失」慰謝料）。 

 かかる「生存と人格形成の基盤」の確定的・不可逆的喪失に伴う損害については、
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中間指針等は、そもそも損害として考慮していない。仮に、中間指針第四次追補に

いう帰還困難区域の追加分１０００万円がこの損害に対応するものとしても、ふる

さと喪失の損害評価としては不十分であり、その不足額は２０００万円を優に上回

るものというべきである。 

（訴状、原告ら準備書面（被害総論１、２、３、４、７、１０、１４、１５、１６、

１７、１８、１９、２０）、同（被害事実１～９）、原告ら最終準備書面第４分冊） 

４－３ 被告らが損害の全部について責任を負うこと及び共同不法行為の成立 

１ 被告らの加害行為と損害全部と間に相当因果関係が認められること 

（１）被告国の加害行為と損害全部との間の相当因果関係の存在 

 仮に、経済産業大臣が電気事業法に基づく規制権限を適時かつ適切に行使してい

たとすれば、本件津波の襲来に対しても全交流電源喪失に伴う過酷事故の発生を回

避することは十分に可能であったのであり、本件原発事故によって原告らが被った

損害全部の発生を回避することができたことは明らかである。 

よって、経済産業大臣の加害行為と原告らの被った損害全部との間には、相当因

果関係が認められ、被告国は、原告らの被った損害の全部について賠償すべき義務

を負担するものである。 

（２）被告東京電力の加害行為と損害全部との間の相当因果関係の存在 

仮に、被告東京電力が、津波に対する所要の防護措置を講じていたとすれば、本

件津波の襲来に対しても、全交流電源喪失に伴う過酷事故の発生を回避することは

十分に可能であったのであり、本件原発事故によって原告らが被った損害全部の発

生を回避することができたことは明らかである。 

よって、被告東京電力の加害行為と原告らの被った損害全部との間には、相当因

果関係が認められるものであり、被告東京電力は、原告らの被った損害の全部に対

して賠償すべき義務を負担するものである。 

２ 後見的監督責任を理由に賠償責任が限定されるとの被告国の主張が失当である

こと 
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（１）競合的不法行為においても各加害行為者は全部責任を負うこと 

被告国と被告東京電力の上記各加害行為は、原告ら各自が被った一体不可分な損

害発生に向けた別個独立の不法行為（競合的不法行為）と評価できるので、それぞ

れの賠償の範囲は、民法の不法行為の一般原則に従い、それぞれの不法行為と相当

因果関係の及ぶ範囲であり、賠償の範囲が重なる限りにおいて不真正連帯の関係に

なるのが原則である。この点は、規制者である被告国と被規制者の関係においても

異なることはない。 

（２）「国家賠償責任の補足性」は加害行為者の内部負担に関する理論であること 

 被告国の主張は、いわゆる「国家賠償責任の補足性」の理論に基づくものである

が、そもそも「国家賠償責任の補足性」とは、被害者である私人（本件における原

告ら）に対して第一次的に責任を負うべきであるのは加害者（一般的には企業）た

る被規制者であり、加害者は危険責任（企業の場合は報償責任も）を負い、被告国

（行政主体）は、第二次的、後見的な監督責任を負うにすぎないという、規制者（被

告国）と被規制者（企業等）の責任構造に関する一般的な理論である。したがって、

この理論の適用場面は、規制者（被告国）と被規制者（企業等）との内部負担割合

が問題になる場合に限られるものであり、規制の保護対象（被害を被っている第三

者、本件における原告ら）との関係で用いられる理論ではない。 

（３）電気事業法等による安全規制の特異性 

 とりわけ、原子炉等規制法及び電気事業法等を通じた原子炉施設の安全規制にお

いては、原子炉施設の危険の大きさを踏まえて、規制権者に段階的、複層的、定時

的かつ個別的な規制をなすことが求められており、経済産業大臣の安全確保に向け

ての権限と責務は極めて大きいものとされている。よって、被告国の責任を二次的、

補完的として軽視する被告国の主張は、電気事業法等の趣旨を正解しないものであ

る。 

（４）被告国の責任を限定した裁判例が本件には当てはまらないこと 

 被告国は、被告国の責任の範囲を限定したものとして、４つの下級審裁判例を引
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用する。しかし、これらの判決は、責任限定の実質的な理由として、主には「被害

発生への寄与が限定的であること」が掲げられており、その他、「被害者側の主張・

立証の不十分性」、「（結果回避に向けての）一定の規制権限の行使」などを具体的に

摘示して責任限定の根拠としているのであり、単純に「監督責任の補足性」により

責任限定をしている裁判例は存在しない。 

 本件についてみれば、①経済産業大臣が電気事業法に基づく規制権限を適時かつ

適切に行使していたとすれば、本件原発事故を回避し損害の全部の回避が可能であ

ったこと及び②経済産業大臣は、敷地高さを超えて襲来する津波に対する防護措置

については、何らの規制的な措置を講じておらず、また行政指導等によって自主的

な対応を求めることも一切なかった。 

よって、上記裁判例において、規制行政庁によって損害回避に向けて一定の措置

が講じられた事例と対比しても、被告国の責任を限定する理由はない。 

３ 被告らの各加害行為について共同不法行為が成立すること 

 被告国と被告東京電力の加害行為の関連共同性を基礎づける事実としては、まず

は「両者の行為が相俟って原告らの被った損害を発生させたという関係」が指摘さ

れるが、これとともに、以下の２つの事実が指摘できる。 

（１）被告国による国策としての原子力発電の推進 

すなわち、第１には、被告国が、国策として、被告東京電力ら電気事業者と共同

して原子力発電を推進し、かつ広く国民に対して安全性の保証を行ってきたという

事実が指摘できる。この点に関しては、被告国自身も、本件原発事故について「こ

れまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っている」（放射性物

質汚染対処特措法３条等）と自認しているところである。 

（２）津波防護措置についての被告らの意思連絡と共同した対処 

これと並んで、被告らの加害行為の核心部ともいえる「原子炉施設の津波に対す

る安全規制・防護措置の実施」を巡って、被告国と被告東京電力及び電気事業連合

会が、相互の意思の連絡の下、一体となりそれぞれの加害行為を行ってきた事実が
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明らかになっている。 

この点については、被告国の責任に関して、規制権限不行使が著しく合理性を欠

くことを基礎づける事実として既に事実経過を整理しているものであるが、こうし

た事実は同時に、被告らの加害行為の関連共同性をより強く基礎づける事実でもあ

るので、ここに援用する。 

（原告ら準備書面（４５）、最終準備書面（第３分冊）第３章） 

                                以 上 


